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要 旨 
本欧州委員会では、高齢化先進国とも言うべき欧州の実例と、過去の提言にある「社会活性化の

ための多縁化」という概念を参考にしながら、「活力ある日本の高齢社会」について検討した。 

●欧州の事例からの日本への示唆(フィンランド：高齢者雇用施策、英国：就労形態改革) 

9 高齢者を含む労働者全体の多様性を踏まえ、長期的・継続的就労のための、多様かつ柔軟な働

き方、多様なプログラムによる能力向上・体力維持など、労働力の質的管理を重視すること。

9 高齢者労働力の質的確保が、労働力の適正な量的確保につながる好循環をつくること。 

9 長期的視野に立った研究をベースとし、行政管轄を超えた包括的対応が企業・個人と協力して

進められていること。 

9 高齢者がその知識と経験に対する誇りを持ち続けることのできる工夫がなされていること。 
 

●超高齢社会（老齢人口比率 21％）に近づく日本 

9 高齢者の労働力率は欧州に比べて高いが、高齢者を有力な戦力として活用できていない。 

9 柔軟な就労形態（フレキシブルワーキング）については、一部制度の導入が進むも、ワークラ

イフバランスの概念は充分には浸透していない。 

9 多縁にむけた社会参画の事例には好例がある。 

・「NPO 国際社会貢献センター」:業界団体のサポートを得て、高齢者の専門知識（キャリアの特

殊性）と労働への意欲（生きがい）を生かす仕組み。 

・「世田谷区千歳烏山の地域通貨」：高齢者を含む全ての人が地域社会に溶け込むことを促進させ

るとともに、構成者の専門的能力を、その能力を必要とする地域住民に提供する斡旋システム

につながる仕組み。 
 

生涯にわたるワークライフバランスとは 

「活力ある高齢社会」実現のためには、生涯にわたるワークライフバランス が重要である。 
 

生涯にわたるワークライフバランスとは、高齢者を含めたすべての人が、「職縁」「地縁」など

に基づく様々な活動分野へ参画しつづけることで、仕事と自身の生活全般との良好なバランス

を実現していくこと、また若年時からそうした生き方を作り上げていくことである。 
 

少子化対策としての子育て支援に力点があった従来のワークライフバランスについての考え方

の枠を超え、「人生の充実」を実現することが重要である。 

導入には知恵と若干の一時投資は必要であるものの、原則として“No work, No pay”に基づく

施策であること、また以下のメリットを生み出す源泉であること、そしてワークライフバランス

は個人・企業・社会それぞれにメリットのある柔軟な選択肢を実現する理念であり手段であるこ

とを、企業は正しく理解すべきである。 
 

個人にとってのメリット 

• 「自己責任」時代に対応できる自律的思考の養成につながる。 

• 仕事を生活の一部と捉えるバランスの取れた生活が導かれる。 

• 職業人生の長期化に向けて、自己の健康維持、能力向上を図る成長のための時間確保ができる。
 

企業にとってのメリット 

• 多様な就労形態とそれを支える人事評価制度の確立は、優秀な人材の採用・確保・定着につなが



る。 

• 業務配分方法の見直し、業務・情報の共有化により、労働生産性が向上する。 

• 労働時間の適正化は経年劣化しない労働力の確保につながる。 

• 多様な属性をもつ社員が社外の価値観を生かして多層なネットワークを形成することは、新しい

価値を伴う商品・サービス開発への布石（イノベーション）につながる。 

• 以上のメリットが企業価値を向上させることにつながる。 
 

社会にとってのメリット 

• 柔軟な雇用制度が生み出す職業選択制度は、非雇用層を経済活動に積極的に取込む事に繋がる。

• 社会参画層の広がりにより、社会保障負担の軽減が期待できる。 

• 労働人口減少を緩和することで、国際競争力の維持につながる。 

• 良い人間関係を豊富に維持し続けることは、幸福かつ魅力的な人生（サクセスフル・エイジング）

を生み出し、若年層の未来への不安を払拭する。 

• 仕事=男性、家庭=女性という固定的役割分担をなくすことから少子化対策はスタートする。 

 

提言 生涯にわたるワークライフバランスの実現に向けて 

生涯にわたるワークライフバランスが、社会システムとして定着することによって、活力ある高

齢社会が構築される。我々企業経営者はこの実現のためにリーダーシップを発揮していきたい。 
 

●生涯にわたるワークライフバランスを啓発すべきである。 

・企業、国民を啓発する。従業員への啓発にむけて、企業経営者が率先して長期休暇を取得し、様々

な活動分野へ積極的に参画することなどを通じて、ワークライフバランスの実践に努めるべきで

ある。 

・ワークライフバランスという概念、目的、メリットを正しく認識する。 

・企業の社会的責任の一環として位置づける。 
 

●生涯にわたるワークライフバランスの定着に向けた環境を整備すべきである。 

・多様な就労形態に対応した人事･評価制度を導入して、職場意識を改革し生産性向上を図る。 

・企業施策をサポートする柔軟な法整備を行う。 
 

●生涯にわたるワークライフバランスを推進するための機能とネットワークを強化すべきである。

既存の公的（または補助事業団体による）就労サポート機関が、民間のノウハウを導入・活用して

以下の機能を強化しつつ、ネットワーク化を推進していくことが必要である。 

・導入成功例などの情報提供やコンサルティング支援 

・高齢者活用プログラム、教育支援プログラムの提供 

・特に中小企業を対象にした人材プール制度 

・需給マッチング業務・就労カウンセリング業務の高品質化 

・自治体のボランティア活動、NPO 活動へのコーディネーション支援業務 

・施策に対する実業務・社会実勢に即したフォローアップの推進 
 

●産官学の連携による継続的な改善と研究結果の蓄積・活用を進めるべきである。 

・企業導入施策の社会還元と学術成果の積極的活用が、生涯にわたるワークライフバランスの実現

に有効である。 



 

はじめに 

社会の高齢化は、多くの先進国にとって少子化問題とあいまって社会問題化

している。我が国での出生率の低下は続き、現在の人口を維持するために必要

といわれる出生率 2.071を大きく下回る 1.25 という出生率を記録した 2005 年、

ついに人口は減少しはじめた。同時に人口構成に占める高齢者の割合が 20.7％
2となり、「超高齢社会」になろうとしている3。 
 
このように急速に進行する少子高齢化問題に対して、政府はもとより経済界

を含め各方面から様々な政策提言が発表されているが、それらの多くは少子化

問題に焦点を当て、働く女性への支援策や育児支援策などが中心となっている。 
 
本欧州委員会では、高齢社会の問題に焦点を当て4、高齢化先進国とも言うべき

欧州の実例を参考にしながら、「活力ある日本の高齢社会」について検討するこ

ととした。 
 
欧州各国の企業・行政体へのヒアリングや研究などを通じて多くのグッド・

プラクティスに出会ったが、欧州における高齢者対策のみにとらわれることの

ない包括的アプローチと施策の多様性、とりわけ英国で実践されているワーク

ライフバランスなどが我々にとって重要なヒントになった。 
 
尚、経済同友会では、1996 年に『21 世紀の社会像を考える委員会』におい

て、「多縁社会ニッポン」を提言している。我々は欧州の包括的アプローチに習

い、老若男女、全ての個人が様々な時間と場所でネットワーク化することで高

齢者が無理なく継続的に社会に関わることができることが理想であると考え、

超高齢社会への対応として多縁化（マルチドメイン化）のための施策を検討す

べきとの結論に至った。 
 
 

                                                 

そこで本委員会では、「活力ある高齢社会」が先の提言にある「多縁」によ

り導かれるものと考え、その構築に必要とされる「生涯にわたるワークライフ

バランス」の実現のための施策について、提言を取り纏めた。 

 

 
1 合計特殊出生率。女性一人が生涯に生む平均的な子供数の推計値。将来に渡って人口を維持できる出生

率（人口置換水準。先進国水準では約 2.1）との差が大きいほど、少子化が進むことになる。 
2 総務省統計トピックスNo.18 統計からみた我が国の高齢者（2006.09.17 発表） 
3 「高齢化社会 Ageing society」「高齢社会 Aged society」「超高齢社会 Super-aged society」に明確

な定義はないが、ここでは一般的な理解・表現に従い、便宜的に使用することにした。 
4 欧州委員会 事業計画テーマ「日欧比較を通じた、活力ある高齢化社会の実現に向けた施策の検討」に

基づく。 
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Ⅰ．日本と欧州の高齢社会 

１．日本の現状 

 

日本の人口構造は類を見ない速さで高齢化している。「高齢化社会」の基準と

される老齢人口比率5 7％が「高齢社会」基準の 14％に到達するまでの年数は、

フランスでは 115 年、アメリカでは 73 年、イギリスでは 47 年であったが、日

本では僅か 24 年であった6。 

 

＜表１＞ 65 歳以上人口割合別の到達年次・倍化年数（推計値を含む） 

国名 老年人口割合 到達年次〔年〕 倍化年数〔年間〕 

 7% 14% 21% 7％→14％ 

フランス 1864 1979 2021 115 

スウェーデン 1887 1972 2018 85 

アメリカ 1942 2015 2050 以降 73 

オーストラリア 1939 2011 2032 72 

イタリア 1927 1988 2010 61 

イギリス 1929 1976 2029 47 

オーストリア 1929 1970 2021 41 

フィンランド 1958 1994 2017 36 

中国 2001 2026 2038 25 

日本 1970 1994 2008 24 

出所：厚生省人口問題研究所「人口統計資料集」 

 

高齢社会に付随する問題として、所謂「2007 年問題」の一環で取り上げられ

るのが、団塊世代の大量退職による労働力不足と、急増する高齢者に対する扶

養財源問題（年金・医療費）である。 

 

日本では 1999 年以降、減少を続ける労働人口が、明確な定年ラインに守られ

た年功序列制度の硬直性、及び女性労働力率の低さとあいまって、大きな不安

要素となっている。また、扶養財源問題については、公的年金の支給開始年齢

の段階的引き上げに対応して、数度にわたって「高年齢者雇用安定法」が改正

され継続雇用の仕組みが整えられつつあるが、これが大きな社会的混乱なしに

努力目標として世論に受け入れられている背景には、日本における高齢者層の

労働力率が欧米諸国に比べて高いことがあげられる。 

 

 

 

 

                                                  
5 総人口に占める 65 歳以上の人口比率。 
6 OECD FACTBOOK 2006 による。 
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＜図１＞高齢者の労働力率比較 2003 年 
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出所：データブック国際労働比較 2006（労働政策研究・研修機構）＊：65 歳以上のデータ 

 

高齢者の労働力率7は、近年の就業者に占める自営業者の比率低下と連動して

やや低下傾向にあるものの、欧州諸国に比較してまだ高く、仕事を「生きがい」

としてポジティブに捉える指向は変わっていない。但し、もともと所得格差が

大きい高齢者層では、統計8上「所得不安」に代表されるネガティブな意識が依

然として高い割合を占めることと、この高い労働力率が今後維持できるかどう

か不明である点には留意しておく必要がある。 

 

2004 年の「高年齢者雇用安定法改正9」の下、殆どの企業で採用されている

高齢者の退職・再雇用方式では、対象者が在職老齢年金と高齢者雇用継続給付

を受け取れる制度上の利点もあるものの、再雇用後の賃金水準は平均して 60

歳時点の水準の 5 割程度まで下がる10とされている。対象者を年功序列の枠組

みからはずすことで短期的な視点から支出を抑える方策が優先され、高齢者を

有効な戦力として活用できる能力、あるいは素地がある企業がまだ少ないと考

えられる。 

 

 

２. 欧州の現状 

 

1970 年代に「高齢社会」に到達した欧州諸国では、当時の石油危機を背景に、

若年層対象の失業対策の一環として高齢者に対する早期退職奨励策が進められ、

老齢年金の早期支給や特別失業給付が実施されてきたが、これらの施策は若年

層の失業率低下に対して有効に機能しなかった。 

                                                  
7 人口に対する年齢階級別の労働人口（就業者＋失業者）比率。 働く意欲を持つ人の比率といえる。 
8 厚生労働省 平成 16 年高年齢者就業実態調査など。 
9 内容：①60 歳以降 65 歳までの雇用延長（定年引上げ、定年撤廃、継続雇用）の義務化, ②労使協定に

より継続雇用制度の一部除外, ③基礎年金支給開始年齢までの雇用延長の義務化, ④離職高齢者に対し、

求職活動支援書の作成･交付, ⑤募集･採用の上限年齢を設定するときにはその理由を明示。 
10 主要企業 126 社への聞き取りによる日本経済新聞社調査（2006 年 7 月 3日朝刊）。 
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更に高齢化が進んだ 1990 年代になると、高齢者の早期退職を支える財政的ゆ

とりを失い、高齢者も社会保障の拠出者となることが期待されるようになった

ため、EU加盟国を中心に「活力ある高齢者 Active Ageing11」が掲げられ、2010

年を目処にした高齢者雇用奨励政策12が採られ始めている。 

 

こうした流れを受けて、①雇用維持・創出のための事業者または個人へのイ

ンセンティブ付与、②生涯教育を視野に入れた能力開発プログラム、③充実し

た公的職業紹介サービスを基盤とした需給調整、といった施策が各国の実情に

応じて実施され、EU 全体の高齢者雇用率は徐々に上昇している。 

 

現在、欧州諸国では、退職年齢の引き上げを目指す施策を経て、「フル就業 

full employment」、つまり高齢者、女性、社会的弱者など非労働力化している

人々を労働市場に参入させるために「雇用における差別の是正13」という理念

に向かっている。 

 

なおOECD資料14によると、EU15 カ国の高齢者層（55 歳～64 歳）の雇用率(2004

年)は、41.8％であり、2010 年の到達目標 50％にはまだ約 8ポイントの開きが

ある。特にドイツ・フランス等の一部欧州諸国ではこの 30 年間弱、つまり出生

の 1サイクルの間に早期退職が仕事に対する共通認識として定着してしまい、

高齢者就業率は思うように向上していないのが実態である。2004 年以降の新規

EU加入国まで含めると高齢者就業率は更に低い数値となるため、失業率の全体

的底上げとあわせて、高齢者をどのように活用していくか、模索は続いている。 

 

＜表２＞ 人口・失業率・就業率の比較（2004 年） 

 EU-15 米国 日本 OECD total 

人口（億人） 3.83 2.94 1.28 11.60 

失業率（%） 8.1 5.5 4.7 6.9 

就業率（%） 64.6 72.7 68.7 65.1 

 女性 56.7 65.4 57.4 55.6 

 高齢者(55-65 歳) 42.3 59.9 63.0 50.9 

出所：OECD FACTBOOK 2006, ILO LABORSTA 

                                                  
11 EU理事会「2005～2008 年の雇用ガイドライン」（2005 年 7 月）のガイドライン 18「仕事に関するライ

フサイクル・アプローチを推進する」で、本施策が掲げられている。 
12 ・2000 年 欧州理事会「リスボン戦略」:雇用率を 70％に引上げ。 

・2000 年「一般雇用機会均等指令」：市場原理と機会均等に則り雇用障壁を是正。 

・2001 年 ストックホルム理事会 :高齢者層（55～64 歳）雇用率を 50％まで引上げ。 

・2002 年 バルセロナ理事会 :退職平均年齢を 5歳引き上げ(60→65 歳)。 

・2004 年「高齢者雇用の促進と退職平均年齢の引き上げ」。 
13 EU理事会「雇用及び職業における均等取扱いのための一般的枠組みの設立に関する理事会指令」（2000

年 11 月）により、2003 年 12 月（3年延長可能）までに年等による雇用差別を禁止する法制定ないし全国

レベルの労働協定の締結を求めている。 
14 Annual edition of OECD / Labor Force Statistics. 
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Ⅱ．欧州の先進的事例 

 

OECD諸国の中でもフィンランドの高齢者雇用施策とイギリスの就労意識改革

は、総合的な高齢社会対策を行っている点で評価が高い15ことから、活力ある

高齢社会を目指す日本への示唆としてその施策を調査すべく、本欧州委員会で

は両国を含む欧州 3カ国を視察（2005 年 12 月）した。 

 

1.フィンランド 

 

フィンランドと日本は、急速に高齢社会へ進行したという事実と、その移民

政策において硬直的であるという点で類似している。 

 

フィンランドでは、高齢化の進展により、就業者ひとりに対する年金受給者

の比率が現在の0.3人から2030年には0.6人となる。従って雇用主にとっては、

どのように労働力を確保するか、国際競争力にダメージを与えることなく福祉

国家としてのシステムをいかに守れるかが課題となっている。2005 年の大規模

年金改革では、63 歳以降の就労者に対して退職後の年金に大幅なインセンティ

ブを加えたことにより、高齢者就業率向上という目標を達成しつつある16。 

 

年金改革と平行して進められたのが、欧州でのグッド・プラクティスと評価

の高い「高齢者雇用全国プログラムFINPAW17」である。1998 年から 2002 年にか

けて実施されたこの 5 カ年計画は、時代や年齢構成による労働生産性の変化を

「雇用全体の労働力の多様化」として捉え、これまでより長い間働くことにな

る労働者の生産性改善と質的管理を目指した。その重点項目は、①意識の変化

とエイジズム、②「ワークアビリティ」の維持、③生涯教育と高齢者の教育、

④高齢者雇用、⑤退職年齢引き上げ、である。 

 

1970 年代以降、フィンランド国立労働衛生研究所（FIOH18）は、加齢による

労働能力への影響や能力向上・低下の要因についての研究を進めてきた。この

研究結果に基づき、フィンランドは労働者の能力・意欲など資質に関する要素

と、労働環境や仕事が要求する労力などの周辺要素から導き出されるアウトプ

ットを包括的に捉える「ワークアビリティ」を重視し、その実践的アプローチ

として、1992 年に「ワークアビリティの維持 MWA - Maintenance of Work Ability

プログラム」を導入した。 

 

                                                  
15 労働政策研究・研修機構 岩田克彦客員研究員によるフィリップ・テーラー ケンブリッジ上級研究員報

告（2002 年 3 月「第 9回日本・EU労働シンポジウム」）のリポートより。 
16 Vesa Rantahalvariフィンランド産業雇用者連盟シニアアドバイサーによる（2005 年 12 月面談）。 
17 National Programme on Aging Workers. 
18 FIOH ： Finnish Institute of Occupational Health. 
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MWA プログラムには、①身体能力の観点からは適切な運動の奨励、②技能・

知識の観点からは高齢者に適した学習環境・手法の整備、③労働条件の観点か

らは柔軟な雇用形態と高齢者に適した業務レベルの導入、④これらを稼動させ

るための人事・労務管理プログラム、が含まれており、企業が其々の状況や優

先度に応じて取り入れた。 

 

＜図２＞ワークアビリティの構成要素を視覚化したハウスモデル 

 

 

 

 

 

 

 
                 出所：高齢・障害者雇用支援機構 
                   （Juhani Ilmarinen, Finland） 

労働能力 

健康 
身体機能 

能力 
知識      スキル

価値 
姿勢     動機付け

労働 
環境    コミュニティ
有害環境      要求

管理 
健康（身体能力）がワークアビリティ

の土台となっていることに注意。 

 

 

この概念は、1991 年の国内法改正で企業の義務とされて以降、企業理念への

浸透が進んできたが、更に 1998 年からの「高齢者雇用全国プログラム FINPAW」

と結びつくことで、省庁横断的な体制下で高齢者就労問題を包括的に取り組む

ことができるようになった。 

 

FINPAW の主目的は、ageing worker(45-54 歳)、aged worker(55 歳以上)の労

働者の地位を向上させ不要な早期退職を防ぐことであり、そこでの柱となって

いるのが、上述のワークアビリティと、エンプロイアビリティである。一般的

にいうエンプロイアビリティは、「スキルや健康など、雇用されうる労働者の能

力」を指すが、FINPAW では雇用・年金法制、行政のサポート制度、或いは年齢

差別撤廃など、「社会全体の責務としての基盤整備」を指す点で異なっており、

高齢者が職場レベルでエンプロイアビリティを獲得するための前提条件が、ワ

ークアビリティであるという考え方である。両者には明確な切り分けはなく一

連のプロセスとして捉えることもできる。 

 

＜図３＞ ワークアビリティ＝エンプロイアビリティ＝雇用の関係図 

ワークアビリティ

エンプロイアビリティ

雇用
 

 

 

 

 

 

FINPAW では各企業が自主的に職場レベルの加齢問題に取り組むことが重視

されたが、企業や職業安定所を含む行政サービス担当者への高齢者雇用プログ

6 



 

ラムの地道な教育や、社会全体の意識改革に向けた「経験は国家の資産である」

というスローガンによる政府広報・啓発活動も、ワークアビリティ向上を後押

しするものであった。 

 

FINPAW の「生涯教育と高齢者の教育」分野の数多の取り組みのなかで最大の

ものが 1999 年からの「年齢管理プロジェクト(Age management)」であり、加齢

に伴う強みと弱みに配慮した人事・雇用管理ツール普及を目指し、雇用主や行

政サービス担当者に幅広くアプローチしていくものであった。以下に述べる「エ

イジマスター」システムは、企業におけるその導入例である。 

 

「エイジマスター（Age Master）」は、世界中に 150 社、約 3 万人の従業員を

抱える錠前会社グループ、Assa Abloy 社が導入した高齢者管理プログラムであ

る。当時の同社は若年層と高齢層の二極化した従業員構成になっていたが、殆

どの従業員は早期退職を指向しており、短期間に発生する膨大な年金コストと

技術伝承の危うさが問題になっていた。また金属産業が若者に人気がないこと

も将来への不安材料となっていた。 

 

同社は上記問題の解決への糸口とすべく、エイジマスター・システムを在フ

ィンランドの 55 歳以上の高齢従業員（1500 人中、約 200 人）を対象に導入し

た結果、退職年齢の引き上げに成功した上に、病欠も減少した。また望ましい

労働モデルを示したことで企業イメージが向上し、新規雇用にも明確な効果が

あった19。 

 

同社のエイジマスター・システムには、高齢者に対するリーダーシップトレ

ーニングの実施、健康管理のためのセミナーやスポーツイベントの開催、シニ

アクラブ（部活動）の創設、ヘルスクラブの費用負担、高齢者休暇制度の整備

などが含まれる。高齢者休暇は 58 歳以上のフルタイム従業員に追加的にリフレ

ッシュ休暇を与えるもので、健康診断を受けなければこの休暇を取得すること

はできない。 

 

また「エイジマスター」は対象者の知識と経験への敬称とされ、高齢者が自

尊心をもって働ける工夫がなされている。「エイジマスター」のロゴ入り Tシャ

ツを着て働くことが、高齢労働者自身の働く誇りとなっており、スキル・知識

の向上とその若年層への移転にも効果をあげている。エイジマスター・システ

ム導入時の経験をもとに、企業として若年・壮年労働者の望ましいライフプラ

ンを構築していくための礎にしようとしている。 

 

なお、FINPAW終了後、2003 年に「フル就業」施策の一環として「VETOプログ

                                                  
19 Jouni Pitko 人事部長（2005 年 12 月面談）。平均退職年齢は導入前 59 歳、2004 年 64 歳。 
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ラム20」が開始された。ここでは後述するワークライフバランスのエッセンス

を取り入れ、多様化する労働者ニーズにあわせた就労機会均等を目指している。 

 

これらの施策が成功した背景には、長期的視野に立った研究成果をもとに、

高齢者雇用を社会全体の問題として包括的にとらえるものであったことと、そ

の共通理念に則り関係省庁や労使が密に連携したことにある。 

 

日本とフィンランドでは人口規模、賃金体系だけでなく政策決定プロセスも

異なるため、こうした施策をそのまま適用することはできない。しかし全ての

年齢層を巻き込んで活力ある社会を生み出しつつあるこれらの施策は、社会格

差問題が取りざたされる我が国においても、世代間・労働者間で労働力を柔軟

に相互補完するための基盤として、注目に値するであろう。 

 

 

2.イギリス 

 

「ワークライフバランス」の原点は、1980 年代に女性の職場進出が顕著にな

った米国の「ファミリーフレンドリー」概念に、性別・人種・年齢に対する差

別感や結婚の有無といった環境差などの考え方を排除する広義のダイバーシテ

ィ概念が溶け込むことで徐々に形成されてきたのではないかと考えられる。そ

のためワークライフバランスに一律の定義はないが、英国通商産業省（DTI）に

よると、以下のように定義21されている。 

 

「年齢、人種、性別に関わらず、誰もがその仕事とそれ以外の責任・欲求と

をうまく調和させられるような生活リズムを見つけられるように、働き方を調

整すること」 

 

イギリスは労働生産性22が近隣欧州諸国よりも低い反面、欧州一の長時間労

働国であるという実態があり、「フル就業」での高齢者失業対策や年齢差別禁止

の立法化にあわせて、長時間労働により労働者の健康が損なわれるという指摘

が増えてきた。一方、企業でも、低失業率による労働力逼迫のなか、育児中の

母親など潜在的な労働力や優秀な人材を確保するという量的・質的観点から、

魅力的な雇用環境を提示する必要に迫られていた23。 

 

                                                  
20 National action programme on extending working life. 
21 DTI：Department of Trade and Industry. ‘Adjusting working patterns so that everyone can find 

the rhythm they need to combine work with their other responsibilities and aspirations’. 
22 購買力平価で米ドルに換算した年間国内総生産(GDP)を就業者数で除して算出。 
23 新リスボン戦略（2005.2 月 EU欧州委員会提言“Working together for growth and jobs – A new start 

for the Lisbon Strategy”）では、2007 年までの優先実施事項として、グローバル化と高齢化に対応し

た「労働市場改革」が挙げられ、そのなかでflexicurity－雇用の弾力性と安定性のバランス－をコンセ

ンサスとした「ワークライフバランスの促進」が謳われている。 
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＜表３＞ GDP 労働生産性、実労働時間の比較 

 GDP 労働生産性 実労働時間（年間） 

年度 1995 2003 伸び率 1990 2004 変化率 

OECD 平均 42,047 56,504 134％ － － － 

フランス 55,618 70,732 127％ 1610 1441 89％ 

イタリア 58,894 69,981 118％ 1656 1585 95％ 

ドイツ 49,922 63,458 127％ 1541 1443 93％ 

イギリス 44,320 62,075 140％ 1704 1646 96％ 

日本 43,854 56,608 129％ 2031 1789 88％ ※ 

出所：総務省統計局「世界の統計 2006」及び OECD データに基づく。 

※実労働時間はパート、アルバイトなど非正規就業者を含むものであることに注意。「平成 14 年就業

構造基本調査」（総務省が 5 年に一度実施）によると、女性では非正規就業者の割合が 5 割を超え

たことに関連して、男性では長時間就業者（週 49 時間以上）の割合が上昇し、女性では短時間就

業者（週 35 時間未満）の割合が顕著に上昇していることから、正規就業者、特に約 85％が正規就

業者である男性の実労働時間は寧ろ増大していると考えられる。 

 

まず、官民一体の啓発策として、2000 年より「ワークライフバランス・キャ

ンペーン」が手掛けられた。このキャンペーンでは、導入に先進的な 22 の企業

により構成される雇用主団体Employers for Work-Life Balance24が政府と協調

して雇用主に対して経営上のメリット25を示すとともに、成功事例・要因を具

体的数値とともに提供した。また導入のためのコンサルティング費用を政府が

負担26するなど、企業が柔軟な働き方を導入するための行政支援に加え、導入

促進のための法整備、保育所などのインフラ整備も行われている。 

 

ワークライフバランスの推進には、雇用主と労働者間のニーズの均衡を図る

ことが重要とされた。企業に対しては、人材活用などボトムライン・インプル

ーブメント(最低限の向上)を行うことにより収益にプラスになると説明し、一

方、従業員には、自己啓発による満足感、それがよりよい給付につながるとい

うことを説明するなど、各方面との対話を重視している27。 

 

企業の主体的な取り組みを政府がサポートする方式をとった本政策は、国民

や組合に支持されるだけでなく、最大の事業主団体CBI（英国産業連盟）も雇用

面や生産性でプラスになると結論付け、総論的に賛成している。労働者側も、

ワークライフバランスをイギリス労働組合会議28の活動要綱のひとつと位置づ

けるとともに、“Changing times”をキーワードにこれを浸透させようとしてい

る。長時間勤務という就労慣行のため、ワークライフバランスの浸透までは決

                                                  
24 現在はEmployers and Work-Life Balanceとして、NPO“The Work Foundation”が主催している。 
25 ①労働力の最大限の活用、②社員のモラルアップ・ストレス軽減、③高齢者/育児/介護の担い手を含め

た広い人材の採用可能性、④常習欠勤の減少、生産性向上、⑤優秀な職員の確保、を挙げている。 
26 Work-Life Challenge Fund。公募で 400 を超える雇用主が利用。支援額は 1100 万ポンド以上に達した。 
27 Gerry Sutcliffe英国貿易産業省・雇用関係担当政務次官による（2005 年 12 月面談）。 
28 TUC: Trades Union Congress. 

9 



 

して平坦な道のりではなかった。このキャンペーンは、ブレア首相による「文

化を変える」試みであったと評価されている29。 

 

キャンペーンは成功した導入事例をケーススタディとして積み重ねていくこ

とで、企業自身がゆとりある就労文化を醸成していくことが基本方針とされ、

政府は企業や労組との調整の下支えなどサポート役30に徹していた。なお、法

整備面31で政府主導色が近年強まってきており、企業主導で充実してきた現行

制度を更に法的に強化していくことについて、CBIは経済への悪影響を及ぼす懸

念を表明している。 

 

British Telecommunications plc（以下、BT）は、1980 年初頭よりフレキシ

ブルワーキングへの取り組みをはじめ、1986 年にホームワーカー制度、1998

年に Freedom to Work Policy（個人が自分の勤務スタイルを自由にデザインで

きる制度）を導入していたが、上記キャンペーンを受けて2001年にBT New start

（フレキシブル・キャリアプランニング）を導入した。導入の主な理由は次の

２点である。 

 

9 優秀な人材確保 

仕事とそれ以外の生活、其々の価値を大事にできる会社に優秀な人材が集

まるようになったこと、またそうした人材に継続的に就労してもらうため。 

 

9 企業の社会的責任（CSR）への対応 

投資・人材雇用において CSR が重視されるようになり、ISO ガイドライン

策定も進められている。ワークライフバランス実現のための手段であるフ

レキシブルワーキングがその対象として考えられるようになった。 

 

BTで導入されているフレキシブルワーキング形態32は多岐に渡っており、

子供の有無等にかかわらず全社員が対象とされている。実施にあたっては、個

人の申請に基づき、本人とラインマネージャーが「どうすればうまくいくのか」

を十分に話し合うことから始まる。特徴的なのは「仕事ありき」ではなく、ま

ず「フレキシブルワーキングありき」であることで、ラインマネージャーには

企業、従業員双方のニーズをマッチングさせる権限と責務が明確に指示されて

いる。その運営においては、部下を信じて仕事を任せるだけではなく、上手に

                                                  
29 Alexandra Jones, the Work Foundationアシスタントディレクターによる（2005 年 12 月面談）。 
30 今後、2002 年雇用法、2007 年からの仕事と家庭法（Work & Family Bill）等による政府主導型の施策

がとられようとしており、既に充実しているイギリスの現行制度を更に強化することに関して、CBIはそ

れがイギリス経済へ悪影響を及ぼす懸念を表明している。 
31 「2002 年雇用法」～出産休暇：女性-有給 26 週、無給 26 週(EU指令では 14 週）、男性-有給 2週、無給
8週。6歳未満の子供、18 歳未満の障害児を持つ親が、雇用主に対して柔軟な労働形態を要求できる権利
を規定。「仕事と家庭法」～有給出産休暇・介護 母親-9 ヶ月、父親-6 ヶ月に其々拡大。 
32 次の主要なグループ毎に多様な制度が設けられている。Wind Down：パートタイムとジョブシェアリン
グ、Step Down：低位の仕事への移行、Time Out：各種の長期休暇、Helping Hands：NGOなど他の機関へ
の時限出向、Ease Down：時間と責任の段階的軽減、等。 
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マネージメントを行い、その結果を適切に評価することが大切で、実際にそれ

を行う中間管理職を会社組織がいかにサポートするかが鍵33となっている。 

  

結果として、ホームワーカー制度によるコストメリットだけではなく、生産

性の向上、退職率・欠勤率の減少、また出産で退職した女性の復帰支援制度の

お陰もあって容易に職場復帰できるため、新規雇用および新人教育コストの節

減にもつながっている。 

 

BT は、自業の IT 基盤を活かしたホームワーキング制度を手始めにして、更

に多様な就労形態へと徐々に拡大導入して成功した。現在では「ワークライフ

バランス」を経営哲学としてブランド化するまでに至っている。 

 

 

3. 欧州の先進的事例が日本に示唆するもの 

 

欧州における施策は、年齢差別是正や高齢者が継続就労するためのベースの

拡充に重点が置かれているものが比較的多く、高齢者の雇用継続や知識・経験

活用を重視する日本とは若干意味合いが異なる。 

 

しかしその中でも高齢社会政策への評価が高いイギリス、フィンランドにお

ける理念のなかでは、以下の点が日本への示唆となると考える。 

 

9 高齢者を含めた労働者全体の多様性を踏まえた上で、長期的、継続的な就

労が可能となるよう、多様かつ柔軟な働き方、働き方に応じた能力向上、

体力維持などの労働力の質的管理が重要視されている。 

 

9 高齢者労働力の質的確保が、労働力の適正な量的確保につながるという好

循環が期待されている。 

 

9 長期的視野に立った研究をベースとし、行政管轄を超えた包括的な対応を

企業・個人と協力して進めることで、少子高齢化に伴う諸課題も解決して

ゆくことが期待されている。 

 

9 高齢者がその知識と経験に対する誇りを持ち続けることのできる工夫をし

ている。 

 

フィンランドの FINPAW をはじめとする施策は、長年にわたる研究結果をもと

に、社会全てがあらゆる政策を総動員して労働者のワークアビリティの維持・

向上を目指し、体力・技能などの個人的資質と労働条件・職場環境の実態を把

                                                  
33 Dave Wilson ブリティッシュ・テレコム雇用哲学マネージャーによる（2005 年 12 月面談）。 
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握し、バランスをとろうとしていることがポイントといえる。 

 

他方、イギリスのワークライフバランス施策は、企業が従業員に柔軟な働き

方を提供することにより、従業員にとっては生活の質の向上、また企業にとっ

ては、従業員が職場において充分な力を発揮することにより競争力を高め、業

績向上を実現させることを目的としている。 

 

高齢者自身にとっても、勤務時間に柔軟性があり、総労働時間をコントロー

ルできるようになれば、労働市場から徐々に離れていくことが可能となるため、

急激な就労環境の変化も、結果的に緩和されることが期待されている。 
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Ⅲ．日本におけるワークライフバランスの現状 

前章で見たように、欧州では非労働力化している高齢者や退職者に広く仕事

の機会を与え労働市場に参入させることで、社会の活力を生み出そうとしてい

る。本章ではアンケート調査から日本の現状を考察するとともに、提言に通じ

る例を紹介する。 

 

１. 企業によるフレキシブルワーキング導入の実態 

 

経済同友会では、欧州で官民をあげて推進されつつあるワークライフバラン

スが日本企業でどの程度認知されているか、またその条件のひとつとなるフレ

キシブルワーキングがどの程度導入されているかについて、2006 年 6 月に会員

企業へのアンケート調査を実施し、156 社から回答を得た。 

 

（１）充分に浸透していないワークライフバランスの概念 

 

ワークライフバランスという概念は、各種提言やマスコミ報道などを通

じて多く論じられているが、アンケート対象が企業の人事・労務担当者で

あったにもかかわらず、約 1/4 がその概念を知らなかった。またワークラ

イフバランスは少子化問題とあわせて論じられることが多いが、女性比率

が高いとワークライフバランスに対する認識度も高いというような有意な

相関性はなかった。 

 

＜図４＞ 質問：「ワークライフバランスという概念を知っていますか」に対する回答 

           （回答実数によるパーセンテージ計算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）殆どない、会社規模・男女比率による差異 

  

 個々のフレキシブルワーキング制度について、会社の規模、或いは従業員

の男女比率による導入状況に差異は認められなかった。男性比率が少ない会
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はい 
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はい 
女性 
2-6 割 

社員 301 人以上 or 未満 女性比率 2割未満/2-6 割/6 割以上
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社でも父親産休を認めている会社がある半面、「女性が少ないから導入のメ

リットなし」と回答した企業もあり、人事担当者の考え方に導入が左右され

る面もあると考えられる。 

 

（３）導入されている制度 

 

多様なフレキシブルワーキング制度の中で、特に導入率が高かったのは、

「フレックスタイム制度」である。6割近くの企業で導入済か、計画してい

ることから、柔軟な就労形態として定着しつつあると考えられる。しかし「職

場環境にあっていない」「生産性が落ちる」などといった理由から制度を廃

止した企業もあった（6社）。 

 

また、ライン部門運営上の必要条件でもある「シフト労働制度」、「時間差

勤務（交代制）制度」を除けば、「変形労働時間制度」「一定期間の時間短縮

制度」「法定分を超える育児休暇」「父親産休」について、３～４割の企業が

導入していることが判った。しかし「父親産休」などの利用率は低い数値に

留まった。 

 

（４）導入時期 

 

導入企業数が比較的多い制度のなかで、「一定期間の時間短縮制度」「時間

単位の有給休暇制度」「法定分を超える育児休暇」「父親産休」については、

次世代育成支援対策推進法の行動計画策定を機に２割の企業が導入してい

るが、残り８割の導入企業はそれとは無関係に導入していることがわかった。 

 

（５）導入理由 

 

上記（３）で挙げられた制度を中心に、導入理由（複数回答）をみてみる

と、「顧客管理・生産管理上の必要性」「生産性向上」という企業サイドのニ

ーズから導入された「シフト労働制度」「変形労働時間」「テレワーキング」

グループと、「従業員モチベーション向上」「従業員ニーズ」により導入され

た「一定期間の時間短縮制度」「法定分を超える育児休暇」「時間単位の有給

休暇制度」グループに分かれる。女性・高齢者が多いことを導入理由として

挙げた企業は、殆どの制度において 2割未満に留まった。 

 

（６）実際に導入して明らかになったメリット 

 

制度導入後に導入前に期待された効果があったかどうかについては、平均

して対象となる企業の８割程度が効果ありと考えている。より明確な効果を

出すために業務実態に合わせた改善など導入後のフォローアップは必要で

ある。また「自己管理勤務制度」導入による「従業員のモラルアップ」につ
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いては、導入前の期待値に比べて導入後の数値は 10 ポイント近く高いこと

から、導入に際して予想された以上の効果があったとも読み取れる。 

 

（７）人員構成の変化について 

 

「ワークシェアリング、ジョブシェアリング」など、シフト勤務に準じる

制度を除き、既存の人員配置数は変更されていないケースが多い。 

 

（８）導入しない理由 

 

多くのフレキシブルワーキング制度の導入について、「コストがかかる」

と回答した企業が複数みられた。制度導入・運用に若干のコストを要するも

のもあるが、本来は労働時間を短くして生産性をあげることが目的であり、

短縮した労働時間には賃金を払う必要はないという原理についての正しい

理解が求められる。 

 

サバティカル・キャリアブレイクやスタディ休暇について、この制度の性

格と職場環境（就労環境）とが必ずしも相反するとは限らないが、回答した

企業のうち約 4割が「職場環境（就業形態）にあっていない」ことを理由と

してあげている。「コストがかかる」と回答した企業もあったが、これらは

無給休暇であるため、派遣社員を含めた代替要員についてのコストを指して

いるものと考えられる。 

 

（９）今後導入が促進される可能性がある制度 

 

BT の生産性向上につながった「テレワーキング」と「ホームワーキング」

については、件数こそ多くはないが、「導入済」とほぼ同数の企業が「導入

計画がある」としているため、一部の企業においてはカスタマーサービス部

門を中心に導入が促進される可能性があると思われる。反面、約 8割の企業

は「導入予定なし」としている。情報流出や個人情報保護法施行によるセキ

ュリティの問題がある、とコメントした企業も複数あり、情報管理の観点か

ら導入に慎重になっている企業の姿がうかがえる。 

 

他に「時間単位の有給休暇制度」も同様の傾向をみせているが、「業務量

増大」「労働時間管理が困難」として導入後に廃止した企業も 2社あった。 

 

（10）その他 

 

自由記述欄の内容は参考（資料-３）として巻末に添付されているので、

参照されたい。『法整備が必要』『託児所などの育児サポートが必要』とい

うコメントと並んで、『職場意識や評価方法を改善することで、より効果的

15 



 

な施策となる』といったコメントが多く見られた。 

 

 

2. 生涯を通じた社会参画事例 

 

日本においては、先の企業に対するアンケート結果にも見られるように、ワ

ークライフバランスという概念の浸透が遅れている。しかし、一方で人々の企

業（ワーク）の外での活動が全く見られないわけではない。ここでは 1996 年の

提言にある「多縁社会（マルチドメイン・ソサエティ）」がどのような形で実現

しているか、その例をとりあげる。 

 

（１）「職縁」の延長 

 

個人の多様な縁を閉ざす一因でもある「職縁」の特殊性を生かして、企業活

動の範囲外に新たな縁を求めることもできる。 

 

国際社会貢献センター34（以下ABIC）は、貿易商社を中心とした業界団体で

ある社団法人日本貿易会が設立したNPO法人である。商社退職者を中心とした

1600 人を超える活動会員が、貿易立国を支えてきたその語学能力や経験を生か

し、JICAなど政府関係機関、地方自治体、民間企業、教育機関などを対象に国

際協力活動を行っている。彼らは、下記のような動機から、NPOを通じた社会貢

献活動に参画しているのである。 

 

• 体力的にも自信があり、経験、知識、人脈を生かして、国際交流、経済協力、

経済活性化、教育分野といった面で社会貢献を果たしたい。 

• 自分が希望する時間帯で社会との接点を保ちたい。 

• 組織の上下関係ではなく、自発的に業務を選択し能力を生かしたい。 

 

ABIC の活動は、NPO という柔軟な組織形態で会員たちの専門性や多様性を上

手に活かし、彼らの社会参画の意欲にも応えているものである。業界団体の全

面的サポートを通じた社会貢献と捉えることもできるし、また業界の縁、即ち

「職縁」を有効に利用して個々人が社会参画という自己実現を果たしている好

例であるとも言えよう。 

 

（２）「地縁」の延長 

 

人間の生活は空間・滞在時間に大きく左右される。人が退職すると場所や時

間などの生活基盤が一変し、「地縁」が新たな生活基盤候補として浮上する。 

 

                                                  
34 特定非営利活動法人 国際社会貢献センター NPO Action for a Better International Community(ABIC)  
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近隣に新宿などの大商業圏が多い烏山駅前通り商店街（東京都世田谷区）で

は、商店街活性化のために 40 年間に渡り運営してきた地域通貨を、官民一体と

なった市民互助活動に生かそうとしている。2003 年に区の清掃予算の一部を原

資としてクーポンを発行し、街のゴミ拾いや放置自転車整理等のボランティア

参加者に配布した。このイベントを機に地域清掃活動を推進する市民グループ

が形成され、持続的な地域活動へと発展した。このように成功した理由として、

地域通貨の特性から参加者にとって自分の善意の行動が可視化され、しかも商

店街での買い物時に使用できるという合理性・利便性、また活動にあたっては

敢えてユニフォームのようなものを作らず「誰でも自由に参加できる」カラー

を前面に打ち出している点が挙げられる。 

 

地域住人の参加を前提とするこのシステムは、会社生活から地域生活にシフ

トする退職者の地域活動を促し、地域活性化の原動力を担ってもらう為の仕組

みとして期待できる。世田谷区役所にも専門部署が設立され、大量退職する団

塊世代の取り込みについて、商店街との協議も進んでいるところである。また、

同商店街では退職者のスキルをデータベース化し、商店街に設けたよろず相談

所、そしてクーポンを通じた地域への還元が検討されている。これらの施策は、

地域活動・NPO 活動に欠けがちである組織活動のノウハウをフィードバックさ

せることにも役立つと考えられる。 

 

一方、イタリアの「時間銀行35」に類似した時間預託制度によるボランティ

ア活動を行っているNPO法人（NALC/ニッポン・アクティブライフ・クラブ）が

ある。介護・福祉による地域貢献を生きがいとする２万人の中高年者によって

構成された、全国 115 の市町村で活動する大規模なNPO法人である。まだまだ元

気な前期高齢者時に介護活動を行うことで時間クレジットを預託し、後期高齢

者になった際に、預託クレジットによる介護依頼という形で生活資金を補完す

ることができる。NALCのような活動においては、労働力が不足している高齢者

介護というジャンルへの前期高齢者の参入による高福祉社会への成長が期待で

きる。 

 

こうした「有るものを融通しあう」NPO の活動理念と、年齢・職種など参加

に関わるハードルが殆どない地域通貨の特性は融合性が高く、「多縁化」を促す

ツールとしての可能性を秘めている。イタリアの時間銀行も、都市圏を中心に

薄れつつある「地縁」に替わるシステムとして広まっていると解することもで

きよう。 

 

                                                  
35 ローマ市の「時間銀行」システムでは、働く女性が、仕事、家庭、個人時間のやりくりに互いの時間を

共同で貸し借り（例えば皆の子供を一緒にプールに連れて行く）すれば、時間がセーブ出来るという発想

が基礎となっている。1996 年には市役所が時間銀行の運営支援・広報に乗り出し活動規模は次第に拡大、

現在はNPO団体が事務局運営を担当している。重要なコンセプトは、交換する「時間」だけが単位として

考えられ、活動内容そのものは価値として考慮されない点である。 
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Ⅳ. 活力ある高齢社会 

ここまで紹介してきた欧州と日本の事例から、活力ある高齢社会について考

えてみたい。 

 

既に超高齢社会となった日本において、活力ある社会とは高齢者が活力をも

たらすことのできる社会である。しかし多くの場合、高齢者が退職後に活動の

場を失ったままになっていることが、社会活性化を妨げる一因となっている。 

 

高齢者が活動の場を失う原因を探るには、若年・壮年時のライフスタイルに

も目を向ける必要がある。長時間仕事に追われる労働者、出産とともに退職し

再就職しない（できない）女性36、これら単縁的ライフスタイルが現代日本社

会のステレオタイプとなっており、そうした傾向と少子高齢化による労働人口

減少が将来への不安を増幅させている。 

 

この不安を払拭し、活力ある高齢社会を実現する手段として、我々は「生涯

にわたるワークライフバランス」の導入を提唱する。 

 

＜図５＞ 生涯にわたるワークライフバランス概念図 

日本における従来のライフスタイル 

生涯にわたるワークライフバランスの一例 
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人生における職縁（Work）、

その他の縁（Life）其々の 

時間軸による構成を示す。 
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「生涯にわたるワークライフバランス」とは、高齢者を含めたすべての人が、

「職縁」「地縁」などに基づく様々な活動分野へ参画しつづけることで、仕事

と自身の生活全般の良好なバランスを実現していくこと、また若年時からそう

した生き方を作り上げていくことである。 

 

それは少子化対策としての子育て支援に力点があった従来のワークライフバ

                                                  
36 「2006 年男女共同参画白書」によれば、第１子の出生１年前に仕事に就いていた女性が出生１年半後
まで仕事を継続する割合は 23％、一時離職して再就職した人は 13％で、残りの約 65％が第１子出産を機
に仕事を離れている。  
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ランスについての考え方の枠を超え、「人生の充実」を実現することに他ならな

い。その実現は、個人・企業・社会のそれぞれに、近江商人のいう「三方よし37」

の如く＜表４＞のようなメリットをもたらす。我々のアンケートに見られたよ

うな表面的なコスト増を懸念して施策導入をためらう企業は、ワークライフバ

ランス導入には知恵と若干の一時投資は必要であるものの、原則として“No 

work, No pay”に基づく施策であること、同時に優秀な人材確保、生産性向上、

イノベーションを導くものであること、また個人・企業・社会それぞれにメリ

ットのある柔軟な選択肢を実現する手段であり理念でもあることを、認識すべ

きである。 

 

＜表４＞生涯にわたるワークライフバランスのメリット例 

個人にとってのメリット 

自律的思考 自分が真に何を求めて生きているのか、あるいは自己実現の

ためにどう生涯設計をすべきかを考えることが、ワークライ

フバランスの入り口であり、全ての人が「自己責任」時代に

対応できる自律的思考を養うことにつながる。 

バランスの取れた生活 仕事を生活の一部ととらえる成熟した生き方が見えてくる。

また育児・家事や社外コミュニティへの参加は、心身のリフ

レッシュに繋がるのは勿論、仕事に通じるマネージメント能

力やリスク管理能力の養成にも通じる。 

成長のための時間確保 職業人生の長期化により、健康・職業能力の維持が課題とな

るが、ワークライフバランスが実現すれば、健康維持のため

の運動、能力維持のための自己啓発の時間確保が可能となる。

企業にとってのメリット 

優秀な人材の採用・確

保・定着 

多様な働き方とそれを支える人事評価制度の確立は、優秀な

人材の採用・確保・定着を可能とする。コスト面でも新規募

集・人材教育に係る投資の削減につながる。 

労働生産性の向上 社員が自律的にメリハリのついた働き方を指向すれば、業務

配分方法の見直し、業務や情報の共有化など、チームとして

の仕事の進め方の見直しにつながる。残業など時間ストック

に頼らないワークスタイルにより、工程内の問題を表に出す

ことが業務改善につながる38。 

また優秀な労働力のもとでイノベーションが生まれやすい環

境への変貌が期待できるとともに、間接的な効果として、時

間外労働手当、健康保険負担といった労働コストの削減にも

帰結する。 

経年劣化しない労働力

の確保 

働き方を含めた生き方に対する意識を変え、残業の削減、年

休の取得促進を手始めに、業務削減、業務プロセス見直しに

より労働時間を適切に管理していくことは、労働品質の維

持・向上につながり、長期的に見て経年劣化しない労働力の

                                                  
37 近江商人の間で広く伝えられてきた規範。1754 年に書かれた中村治兵衛宗岸の遺言状が有名。「売り手

よし、買い手よし、世間よし」の三方に配慮した精神。
38 東京大学社会科学研究所 佐藤博樹氏の講演（2006 年 4 月 7日 経済同友会）。 
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確保につながる。 

新しい価値を伴う商

品・サービス開発への

布石（イノベーション） 

高齢者・女性が活躍できる場所をはじめから制限することは、

企業が活動範囲を自ら狭めてしまうようなものである。多様

化した市場を理解するためには、多様な属性を持つ社員が、

企業の外にある価値観を生かして多層なネットワークを形成

する必要がある。そしてそのことが、高度経済成長という成

功体験で硬直化した社会構造と均質な社会がもたらした閉鎖

性39の排除を導き、企業におけるイノベーションにつながる。

企業価値の向上 上に述べた数々のメリットは、CSR 評価の向上や企業の持続的

発展に繋がり、企業イメージ、企業価値が向上する。 

社会にとってのメリット 

柔軟な職業選択によ

る、非雇用層の積極的

取り込み 

ワークライフバランスと柔軟な雇用・勤務制度の拡充は表裏

一体だが、それは自ずと高齢者、退職した女性、フリーター

など、非雇用層・非正規雇用層をより高レベルの経済活動に

取り込むことにつながり、労働人口減少下での社会活力の維

持に少なからず寄与する。 

社会保障負担の軽減 あらゆる層が社会活動に参画できることにより、新たに雇用

された層には社会保障費の担い手としての役割が付与でき

る。またワークライフバランスを考えるにあたっては健康で

ありつづけることが必要になるため、健康保険負担の軽減に

も有効である。 

また高齢者介護など、NPO、ボランティア団体による社会貢献

活動の増加は、社会保障費用の軽減にもつながりうる。 

このことで、未来に向けた信用制度である公的年金・健康保

険制度への信頼感も取り戻す一助となる。 

国際競争力の維持 柔軟な人事・雇用形態と労働力流動化への対応を行えば、高

齢者失業率、若年層失業率が低下するとともに、女性就業率

の M 字カーブも他の先進国並に緩和され、労働人口の量的維

持が可能となり、国際競争力の維持につながる。 

サクセスフル・エイジ

ング 

良い人間関係を豊富に維持しつづけることは、幸福感に密接

に結びつく。生涯にわたるワークライフバランスは若年層か

ら多縁化を促進する活力となり、高齢者であっても健康であ

りつづけることを可能ならしめる。健康で活力ある高齢者生

活は、魅力的であるが故に、若年層の未来への不安を払拭す

る大きな力となる。 

少子化対策への効果 現在の子育て世代は、仕事＝男性、家庭＝女性といった固定

的な役割分担の中で育てられてきたからこそ、多様化した時

代とのジレンマを超えられないでいる側面がある。また子育

て世代の男性が長時間労働をしているという現実が、配偶者

の家事負担増大や、再就労・継続就労の困難さにつながって

おり、育児という共同作業に対する意欲を低下させる原因と

なっている。この負の循環を断ち切るためには、経済的サポ

ート以上に、当事者、企業、政府、つまり関係者全体による

出産・育児へのバックアップが重要である。これを推進する

のもまたワークライフバランスである。 

                                                  
39 経済同友会提言「日本のイノベーション戦略」2006 年 6 月。 
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Ⅴ．提言：生涯にわたるワークライフバランスの実現に向けて 

活力ある高齢社会には、生涯にわたるワークライフバランスが社会システム

として定着していることが必要であると考える。そのためには、社会全体の意

識変革と平行して、企業、行政の主導による多くの施策が不可欠であるが、そ

の中でも特に重要と考えられる項目について、以下に提言する。 

 

＜図６＞ 活力維持に向けた変革プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．生涯にわたるワークライフバランスを啓発すべきである。 

 

「生涯にわたるワークライフバランス」の概念は、社会に参画する老若男

女全員が常に意識し続けることで、其々の企業・コミュニティで育てられる

ものである。従ってその概念を浸透させるために、行政は欧州や日本の先進

的事例を前面に押し出しつつ、企業・国民への周知を図る必要がある。 

 

企業においては、アンケートの結果からも明らかなように、ワークライ

フバランスという概念への理解が不足している。知らない企業はその概念を

まず学ぶこと、次に単なる制度面の理解だけではなく、「生涯にわたるワー

クライフバランス」の目指すところ、即ちその実現は、コスト要因をはじめ

とする企業負担を超えて、企業のブランド価値、生産性の向上につながりう

るものであり、企業に活力を与えるプラス要因であることを、認識すべきで

ある。また従業員への啓発にむけて、企業経営者が率先して長期休暇を取得

し、様々な活動分野への積極的に参画することなどで、自らワークライフバ

ランスの実践に努めるべきである。 

（個人）生き方の意識改革

（企業）働き方の変革 

仕事と生活の良好な

自律的バランス 

自律心をもつ社員による、

生産性向上・企業風土変革＜出発点＞ 

企業による強い

イニシアティブ

が起爆剤となる。

（社会）生涯にわたる 

ワークライフバランスに

よる活力ある高齢社会 

 

かつてコスト面で不利と考えられていた環境への投資が現在は当然のこ

ととして受け入れられているように、CSRの一環40として企業はワークライ

                                                  
40 経済同友会 第 15 回企業白書『「市場の進化」と社会的責任経営』（2003 年 3 月）第 5部 資料編②『「企
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フバランス施策の導入に積極的に取り組むべきである。 

 

２．生涯にわたるワークライフバランスの定着に向けた環境を整備すべきであ

る。 

 

企業は、まず多様な就労形態に対応した人事制度をつくり、それに対応し

た評価制度の整備を行うべきである。その上で長時間労働を是正すべきであ

る。それが社員に多様な生き方を受容させるような職場意識の改善や生産性

向上に直結する仕事意識への改革につながる。 

 

一方、生涯にわたるワークライフバランスの実現のためには、政府の果た

すべき役割も大きい。労働時間管理を中心とした関係法規の整備が必要であ

る。また特に個人・中小企業に配慮しつつ、様々な企業業態・職種にマッチ

した適切かつ柔軟な施策が求められる。 

 

なお、ワークライフバランスに関わる施策が社会の格差拡大に直結するこ

とはないが、自律的社会の進展に伴い、弱者のためのセーフティネットの重

要性について改めて認識することも必要である。 

 

 

３．生涯にわたるワークライフバランスを推進するための機能とネットワーク

を強化すべきである。 

 

生涯にわたるワークライフバランスの実現のためには、社会的サポートの

充実が必要である。そのサポート組織として、マザーズ・ハローワーク41や

ジョブカフェを含むハローワークなどの公的機関、シルバー人材センターな

どの補助事業団体が、民間のノウハウを導入・活用して、以下の機能を強化

しつつ、ネットワーク化を推進していくことが必要である。 

 

z 導入成功例などの情報提供やコンサルティング支援 

z 高齢者活用プログラム、教育支援プログラムの提供 

z 特に中小企業を対象にした人材プール制度 

z 需給マッチング業務・就労カウンセリング業務の高品質化 

z 自治体のボランティア活動、NPO 活動へのコーディネーション支援業務 

z 施策に対する実業務・社会実勢に即したフォローアップの推進 

 

またこうした機関が、労働力の流動性を維持しつつ、活力の源泉でありつ

づけるために、企業からは、求人開拓、インターンシップなどによる若年層

就労支援などの積極的協力が必要になるが、最終的にそれらは地道な企業ブ

ランド構築や地域貢献に結びつくであろう。 

                                                                                                                                                
業の社会的責任」に関するアンケート調査」P177, 資料編③企業評価基準[評価シート]P213 を参照。 
41 就職と育児に関する情報を一元提供し、子連れでも利用しやすい施設を目指し厚生労働省が 2006 年 4

月に導入。担当者制による継続した職業カウンセリングも取り入れている（日経新聞 2006/07/10）。 
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４．産官学の連携による継続的な改善と研究結果の蓄積・活用を進めるべきで

ある。 

 

企業は、導入した施策について、業務変革、社会実勢（従業員ニーズ）の

変化に基づいて、制度を改善するとともに、社会への還元として産官学が連

携してよりよい社会システムを指向できるよう、フォローアップに努めなけ

ればならない。 

 

特にフィンランドでの施策成功が長年の研究を経て生まれたように、将来

に向けた科学的研究とその蓄積は非常に重要である。ワークライフバランス

施策についての研究のみならず、導入後の労働生産性向上などの調査・検証、

またジェロントロジー（老齢学・老年学）をはじめとする学術的成果を、企

業施策や社会制度改善に積極的に活用していくことも、生涯にわたるワーク

ライフバランスの実現に有効である。 

 

 

むすび 

生涯にわたるワークライフバランスは、仕事とそれ以外の自己実現活動を両

立させるものであり、高齢者を含むすべての人々に責務の対価としての誇りと

喜びを、企業にはその社会的価値の向上をもたらし、社会には幅広い活力と明

るい未来への展望を与えるものである。 

 

多くの社会構成員がそれを「集団にふさわしい行動規範」と捉えれば、越え

なくてはならないハードルは低くなるに違いない。だからこそ、我々は生涯に

わたるワークライフバランスを、社会全体のシステムとして浸透させていくべ

きである。その実現により、少子高齢化に起因する、社会保障負担、国際競争

力の低下といった現代社会における諸問題も改善することができる。 

 

そして生涯にわたるワークライフバランスを通じて、高齢者を含む全ての社

会構成員が活力をもたらす社会こそ、社会の高齢化のなかで、日本から世界に

向けて発信していくべき先行モデルとなるであろう。 

 

生涯にわたるワークライフバランスが、社会システムとして定着することに

よって、活力ある高齢社会が構築される。我々企業経営者はこの実現のために

リーダーシップを発揮していきたい。 
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資料 1 フレキシブルワーキングに関するアンケート調査（質問部の抜粋） 

 

経済同友会 欧州研究会 アンケート調査 

貴社で採用していらっしゃる従業員の労働形態に関する以下の質問につきまして、別紙の回答書（4 枚）

にてご回答くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
 

 

Ｑ１． 貴社の業種につき、ご回答下さい。 

Ｑ２． 貴社の全従業員の人数規模につき、ご回答下さい。 

Ｑ３． 貴社の従業員の凡その男女比率をお知らせ下さい。 

Ｑ４.  あなたはワークライフバランス（WLB）という概念をご存知でいらっしゃいますか？  

１．はい  ２．いいえ 

 

Ｑ５以降は別紙 1 にあるすべてのフレキシブル・ワーキング制度について、貴社での導入・検討状況

を回答用紙②～④に記入してください。 

 

Ｑ５ 貴社では、このフレキシブル・ワーキング制度を導入していますか？ 

 １．導入している ２．導入計画がある ３．過去に導入したが廃止した ４．導入していないし計画も無い 

１～3 を選択した方は Q5-1 へ、4 を選択した方は Q5-9, Q5-10 へ進んでください。 

  

Ｑ5 で１～３を回答した方への質問 

 Ｑ５－１ どの部門を対象に導入しましたか？（複数回答可） 

  １．管理部門 ２．生産部門（工場など） ３．カスタマーサービス部門（顧客対応など） ４．全社 

５．その他（具体的に） 

 

 Ｑ５－２ 導入した（または導入計画している）時期はいつですか？ 

  １．次世代育成支援対策推進法の行動計画策定を契機に。 

２．改正高齢者雇用安定法の行動計画策定を契機に。 

３．それら以前、あるいはそれとは無関係に   ４．その他（具体的に） 

 

 Ｑ５－３ 導入した（または導入計画している）理由をお答えください。(複数回答可） 

１．顧客サービス、生産管理上の必要から（24 時間対応など） ２．従業員モチベーション向上のため 

３．生産性向上のため  ４．ＣＳＲ上の必要性から  ５．採用上、有利になるから 



６．同業他社が採用したから  ７．従業員からのニーズが大きいから  ８．女性の多い職場だから 

９．高齢者の多い職場だから  10．行動計画策定の材料とするため 11．その他 （具体的に） 

 

 Ｑ５－４ 導入後の利用率はどのくらいでしょうか？（導入計画の場合は予測で結構です） 

  １．数名程度  ２．～３割程度  ３．～５割程度  ４．～８割程度  ５．～（ほぼ）全員 

 

 Ｑ５－５ 利用率についてどう思いますか？ 

１．想定より低く意外であった ２．想定より低いが適当 ３．想定どおりで適当 ４．想定以上だが適当 

５．想定以上で意外であった  

  

 Ｑ５－６ 導入前の（または導入計画上の）期待される効果をお答えください （複数回答可） 

１．コスト削減 ２．職場環境の改善 ３．従業員のモラルアップ ４．顧客ニーズへの対応 ５．生産性向上 

６．宣伝効果 ７．採用促進 ８．ＣＳＲ上の効果 ９．社会貢献 10．その他 （具体的に） 

 

Ｑ５－７ 導入してどのようなメリットがありましたか？（複数回答可） 

１．コスト削減 ２．職場環境の改善 ３．従業員のモラルアップ ４．顧客ニーズへの対応 ５．生産性向上 

６．宣伝効果 ７．採用促進 ８．ＣＳＲ上の効果 ９．社会貢献 10．その他 （具体的に） 

 

 Ｑ５－８ 導入した後の問題点（または廃止した理由）をお答えください。（複数回答可） 

１．職場環境（業務形態）に合っていない  ２．職場環境（業務量など業務形態以外の事由）に合っていない 

３．採用・宣伝における企業イメージ向上効果が期待できない ４．株主などステークホルダーへの説明が難しい 

５．従業員のニーズに必ずしも合っていない  ６．コストがかかる  ７．顧客のニーズに合っていない 

８．生産性が落ちる  ９．同業他社がやっていない  10．その他 （具体的に） 

 

 Ｑ５－９ 導入に伴い職場の変化（人員構成など）はありましたか？ 

１．新規採用を増やした  ２．既存の人員配置数を変更していない 

３．当該業務をアウトソース化した  ４．他の設備投資（OA 化促進など）を実施した 

５．退職者を再雇用した  ６．雇用延長した  ７．その他 （具体的に） 

 

 



Ｑ5 で４を回答した方への質問 

Ｑ５－10 導入しない理由をお答えください。（複数回答可） 

１．職場環境（業務形態）に合っていない  ２．職場環境（業務量など業務形態以外の事由）に合っていない 

３．採用・宣伝における企業イメージ向上効果が期待できない  4．株主などステークホルダーへの説明が難しい 

５．従業員のニーズに必ずしも合っていない  ６．コストがかかる  ７．顧客のニーズに合っていない 

８．生産性が落ちる  ９．同業他社がやっていない  10．その他 （具体的に） 

 

Ｑ５－11 あなたは人事ご担当者として総合的に勘案して、あなたの会社に何らかのフレキシブル・ワーキング施策が

必要と思いますか？  

 １．必要と思う ２．必要と思わない ３．どちらでもない（その理由もご回答ください） 

 

以下の質問には全ての方が対象となります。 

 

Ｑ6 あなたは、このフレキシブル・ワーキング制度をどのように変えたら（更に）良い制度になると思いますか？ 

ご意見をお聞かせください。（自由記述） 

 

Ｑ７ これらの他に貴社で導入（または導入計画）している勤務時間にフォーカスした制度があれば、お聞かせください。

（自由記述） 

 

Ｑ８．従業員が働きやすい職場環境を今後構築する上で、あなたはどのような改善が望ましいとお考えになりますか。フ

レキシブル・ワーキングの前提条件でもかまいません。ご自由にお答え下さい。 

 

 

ご協力いただきまして、誠にありがとうございます 



（別紙 1） 

フレキシブル・ワーキング制度リスト 

●働く時間にフォーカスした制度 

A ワークシェアリング／ジョブシェアリング （通常 1 人で行う業務をシェアして 2 人で行う。2 人がパートタイムで働き、 

賃金、有給休暇、福利厚生をシェアする） 

B 学期間労働時間制度 （子供の学校の時間帯や休暇制度（夏休みなど）に合わせて、無給休暇をとる） 

C （時間）代休  （通常の就業時間を超えて仕事をした場合、その時間単位で休暇を取れる） 

D フレックスタイム制度  （就労時間（始業時間、終業時間）を選択できる。必ず出社しなくてはならないコアタイムが

設定される場合もある） 

E 変形労働時間制度 （年間・月間の労働時間で契約し、事業の繁閑に合わせて個別に労働時間を設定する） 

F シフト労働制度 （24 時間体制、或いは早朝から深夜にかけて、出社員が異なったシフトで働く） 

G シフトスワッピング制度 （必要に応じて、従業員間でシフトを変更できる） 

H 自己管理勤務制度 （日々必要なスタッフとスキルを会社が決め、個々の労働者が働きたい時間を提案できる） 

I 時間差勤務（交代制）制度 （各社員が異なった始業/終業/休憩時間で働き、全体の勤務時間を延長する） 

J 段階的定年（退職）制度 （定年が近づいた段階で労働時間を削減、またはパートタイムに転換する） 

K 圧縮労働時間制度 （一労働週の労働日数を短縮し、一日の労働時間を長くする。例：週５日勤務から４日に 

変更し、１日の労働時間を延ばす） 

Ｌ 一定期間の時間短縮制度 （一定期間のみ労働時間を短縮し、その後、通常の時間に戻す） 

M  時間単位の有給休暇制度 （1 時間単位での有給休暇取得ができる） 

●働く場所にフォーカスした制度 

Ｎ ホームワーキング （オフィス勤務を基本とし、必要に応じて在宅勤務ができる。フルタイムの在宅就労も可能） 

O テレワーキング （電話やコンピュータを使ってオフィス外で勤務する） 

 

●休暇（ブレイク）にフォーカスした制度 

P サバティカル／キャリアブレイク （新しい能力や技術を身につけるために学校に通う、研修を受ける、リフレッシュを 

目的とした長期休暇） 

Q スタディ休暇 （仕事関連の学習に参加するための休暇） 

R （法定分を超える）育児休暇 （幼児期の子供を世話するための休暇） 

S 父親産休  （出産および出産前後の休暇） 

T 養子休暇  （養子養護について有責となる日以降に取得できる、育児休暇に準じた休暇） 



資料2  アンケート回答結果（％）

Ｑ1 貴社の業種につき、ご回答下さい。

総数 ＩＴ・通信 建設 製造 商社・卸売 小売 金融 不動産 医療
出版・マスコミ・

広告
サービス 食品・飲料

全体 156 6.4 9.0 29.5 3.8 0.6 14.7 1.3 1.3 0.6 14.1 7.1

総数 公務・団体 教育 運輸・交通 農林・水産 自営 その他 製造業小計 非製造業小計

全体 156 1.3 3.2 4.5 0.0 0.0 2.6 36.5 63.5

Ｑ２　貴社の全従業員の人数規模につき、ご回答ください。

総数 １～３００人 ３０１人以上

全体 156 20.5 79.5

Ｑ３　貴社の従業員の凡その男女比率をお知らせください。（数表は女性比率を表示）

総数 ２割未満
２割以上４割未

満
４割以上６割未

満
６割以上８割未

満
８割以上 無回答・不明

女　性
平  均

156 41.7 32.1 12.2 7.1 5.8 1.3 28.3

Ｑ４　あなたはワークライフバランス（ＷＬＢ）という概念をご存知でいらっしゃいますか？

総数 はい いいえ

全体 156 75.6 24.4

Ｑ５　貴社では、このフレキシブル・ワーキング制度を導入していますか？

 総数 導入している 導入計画がある
過去に導入したが廃

止した
導入していないし計

画も無い
無回答・不明 導入経験小計 導入＋計画小計

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 156 4.5 1.9 0.6 86.5 6.4 5.1 7.1
Ｂ 学期間労働時間制度 156 0.6 0.6 0.0 91.7 7.1 0.6 1.3
Ｃ （時間）代休 156 23.7 0.0 1.3 68.6 6.4 25.0 25.0
Ｄ フレックスタイム制度 156 52.6 3.2 3.8 36.5 3.8 56.4 59.6
Ｅ 変形労働時間制度 156 41.7 3.2 1.3 48.1 5.8 42.9 46.2
Ｆ シフト労働制度 156 42.9 0.6 1.3 49.4 5.8 44.2 44.9
Ｇ シフトスワッピング制度 156 7.1 0.0 0.0 85.3 7.7 7.1 7.1
Ｈ 自己管理勤務制度 156 5.1 1.3 0.6 87.2 5.8 5.8 7.1
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 156 44.2 0.0 0.6 48.7 6.4 44.9 44.9
Ｊ 段階的定年（退職）制度 156 5.1 0.6 0.6 86.5 7.1 5.8 6.4
Ｋ 圧縮労働時間制度 156 1.3 0.6 0.0 89.1 9.0 1.3 1.9
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 156 30.8 3.8 0.0 58.3 7.1 30.8 34.6
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 156 6.4 5.1 1.3 80.1 7.1 7.7 12.8
Ｎ ホームワーキング 156 9.6 5.1 0.0 78.8 6.4 9.6 14.7
Ｏ テレワーキング 156 5.1 5.8 0.0 82.7 6.4 5.1 10.9
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 156 21.2 1.9 0.0 69.2 7.7 21.2 23.1
Ｑ スタディ休暇 156 14.1 3.8 0.0 75.0 7.1 14.1 17.9
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 156 47.4 5.1 0.6 40.4 6.4 48.1 53.2
Ｓ 父親産休 156 41.0 3.8 0.0 48.1 7.1 41.0 44.9
Ｔ 養子休暇 156 8.3 0.0 0.0 84.0 7.7 8.3 8.3



Ｑ５－１　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】どの部門を対象に導入しましたか？（複数回答可）

 総数 管理部門
生産部門（工場な

ど）

カスタマーサービス
部門（顧客対応な

ど）
全社 その他 無回答・不明 左記導入３部門小計

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 9.1 27.3 18.2 27.3 9.1 18.2 54.5
Ｂ 学期間労働時間制度 2 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
Ｃ （時間）代休 39 2.6 2.6 2.6 89.7 0.0 2.6 7.7
Ｄ フレックスタイム制度 93 28.0 2.2 7.5 34.4 33.3 4.3 61.3
Ｅ 変形労働時間制度 72 5.6 30.6 4.2 44.4 12.5 5.6 50.0
Ｆ シフト労働制度 70 5.7 47.1 22.9 21.4 12.9 2.9 75.7
Ｇ シフトスワッピング制度 11 9.1 36.4 27.3 18.2 9.1 0.0 81.8
Ｈ 自己管理勤務制度 11 9.1 18.2 0.0 36.4 18.2 18.2 45.5
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 10.0 38.6 20.0 31.4 14.3 1.4 67.1
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 10.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 10.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 1.9 0.0 0.0 87.0 5.6 5.6 7.4
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 10.0 10.0 5.0 55.0 5.0 25.0 20.0
Ｎ ホームワーキング 23 0.0 4.3 8.7 26.1 47.8 13.0 60.9
Ｏ テレワーキング 17 0.0 0.0 23.5 17.6 29.4 29.4 52.9
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 0.0 0.0 2.8 88.9 8.3 0.0 11.1
Ｑ スタディ休暇 28 3.6 0.0 3.6 78.6 3.6 10.7 10.7
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 1.2 1.2 0.0 91.6 1.2 4.8 3.6
Ｓ 父親産休 70 1.4 0.0 0.0 94.3 0.0 4.3 1.4
Ｔ 養子休暇 13 0.0 0.0 0.0 92.3 7.7 0.0 7.7

Ｑ５－２　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】導入した（または導入計画している）時期はいつですか？

 総数
次世代育成支援対
策推進法の行動計
画策定を契機に

改正高齢者雇用安
定法の行動計画策

定を契機に

それら以前、あるい
はそれとは無関係に

その他 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 0.0 18.2 54.5 18.2 9.1
Ｂ 学期間労働時間制度 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0
Ｃ （時間）代休 39 0.0 0.0 92.3 2.6 5.1
Ｄ フレックスタイム制度 93 2.2 0.0 90.3 2.2 5.4
Ｅ 変形労働時間制度 72 2.8 0.0 90.3 2.8 4.2
Ｆ シフト労働制度 70 2.9 0.0 92.9 0.0 4.3
Ｇ シフトスワッピング制度 11 9.1 0.0 90.9 0.0 0.0
Ｈ 自己管理勤務制度 11 0.0 0.0 63.6 9.1 27.3
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 1.4 0.0 92.9 1.4 4.3
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 0.0 0.0 90.0 0.0 10.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 16.7 0.0 77.8 1.9 3.7
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 20.0 0.0 60.0 10.0 10.0
Ｎ ホームワーキング 23 13.0 0.0 65.2 8.7 13.0
Ｏ テレワーキング 17 5.9 0.0 52.9 5.9 35.3
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 2.8 0.0 91.7 0.0 5.6
Ｑ スタディ休暇 28 7.1 0.0 75.0 0.0 17.9
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 20.5 1.2 65.1 6.0 7.2
Ｓ 父親産休 70 17.1 0.0 71.4 4.3 7.1
Ｔ 養子休暇 13 7.7 0.0 92.3 0.0 0.0



Ｑ５－３　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】導入した（または導入計画している）理由をお答え下さい。（複数回答可）

 総数
顧客サービス、生産
管理上の必要から
（２４時間対応など）

従業員モチベーショ
ン向上のため

生産性向上のため
ＣＳＲ上の必要性か

ら
採用上、有利になる

から
同業他社が採用した

から
従業員からのニーズ

が大きいから
女性の多い職場だ

から
高齢者の多い職場

だから
行動計画策定の材

料とするため
その他 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 18.2 36.4 54.5 9.1 18.2 0.0 27.3 9.1 18.2 0.0 27.3 0.0
Ｂ 学期間労働時間制度 2 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0
Ｃ （時間）代休 39 2.6 46.2 43.6 12.8 0.0 0.0 30.8 5.1 0.0 0.0 15.4 2.6
Ｄ フレックスタイム制度 93 19.4 53.8 78.5 4.3 9.7 1.1 40.9 2.2 0.0 1.1 10.8 4.3
Ｅ 変形労働時間制度 72 45.8 20.8 72.2 1.4 0.0 0.0 9.7 1.4 0.0 2.8 9.7 4.2
Ｆ シフト労働制度 70 77.1 10.0 61.4 1.4 0.0 0.0 7.1 1.4 0.0 0.0 7.1 5.7
Ｇ シフトスワッピング制度 11 81.8 45.5 45.5 9.1 0.0 0.0 18.2 9.1 0.0 0.0 9.1 9.1
Ｈ 自己管理勤務制度 11 18.2 36.4 36.4 0.0 9.1 0.0 18.2 18.2 0.0 9.1 0.0 18.2
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 55.7 10.0 74.3 1.4 1.4 0.0 14.3 2.9 0.0 1.4 8.6 2.9
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 0.0 40.0 10.0 10.0 0.0 0.0 30.0 10.0 10.0 10.0 20.0 0.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 0.0 53.7 7.4 16.7 3.7 1.9 64.8 16.7 0.0 9.3 22.2 3.7
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 5.0 60.0 45.0 15.0 5.0 0.0 40.0 5.0 0.0 10.0 5.0 15.0
Ｎ ホームワーキング 23 17.4 47.8 56.5 17.4 4.3 0.0 39.1 17.4 0.0 4.3 8.7 8.7
Ｏ テレワーキング 17 47.1 17.6 58.8 11.8 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0 5.9 17.6
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 0.0 75.0 16.7 11.1 13.9 0.0 27.8 0.0 0.0 2.8 16.7 2.8
Ｑ スタディ休暇 28 0.0 78.6 14.3 10.7 7.1 0.0 21.4 0.0 0.0 7.1 10.7 10.7
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 2.4 69.9 2.4 30.1 12.0 1.2 57.8 15.7 0.0 9.6 8.4 3.6
Ｓ 父親産休 70 1.4 52.9 4.3 22.9 8.6 0.0 31.4 1.4 0.0 8.6 8.6 10.0
Ｔ 養子休暇 13 7.7 61.5 0.0 15.4 0.0 7.7 30.8 7.7 0.0 7.7 30.8 0.0

Ｑ５－４　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】導入後の利用率はどのくらいでしょうか？（導入計画の場合は予測で結構です）

 総数 数名程度 ～３割程度 ～５割程度 ～８割程度 ～（ほぼ）全員 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 18.2 54.5 9.1 0.0 0.0 18.2
Ｂ 学期間労働時間制度 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ｃ （時間）代休 39 5.1 23.1 12.8 15.4 28.2 15.4
Ｄ フレックスタイム制度 93 4.3 21.5 12.9 16.1 38.7 6.5
Ｅ 変形労働時間制度 72 9.7 26.4 11.1 4.2 36.1 12.5
Ｆ シフト労働制度 70 12.9 27.1 12.9 8.6 28.6 10.0
Ｇ シフトスワッピング制度 11 9.1 9.1 18.2 0.0 36.4 27.3
Ｈ 自己管理勤務制度 11 9.1 9.1 18.2 9.1 36.4 18.2
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 20.0 30.0 8.6 11.4 22.9 7.1
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 50.0 10.0 0.0 0.0 40.0 0.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 22.2 44.4 11.1 7.4 3.7 11.1
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 0.0 25.0 10.0 25.0 15.0 25.0
Ｎ ホームワーキング 23 69.6 8.7 4.3 0.0 0.0 17.4
Ｏ テレワーキング 17 47.1 5.9 5.9 11.8 0.0 29.4
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 50.0 2.8 0.0 25.0 13.9 8.3
Ｑ スタディ休暇 28 60.7 17.9 3.6 3.6 0.0 14.3
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 30.1 28.9 7.2 9.6 14.5 9.6
Ｓ 父親産休 70 31.4 14.3 12.9 5.7 18.6 17.1
Ｔ 養子休暇 13 46.2 7.7 0.0 0.0 0.0 46.2



Ｑ５－５　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】利用率についてどう思いますか？

 総数
想定より低く意
外であった

想定より低いが
適当

想定どおりで適
当
想定以上だが

適当
想定以上で意
外であった

無回答・不明
想定より低い小

計
想定以上小計 意外小計 適当小計

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 0.0 27.3 36.4 0.0 0.0 36.4 27.3 0.0 0.0 63.6
Ｂ 学期間労働時間制度 2 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0
Ｃ （時間）代休 39 2.6 12.8 69.2 2.6 0.0 12.8 15.4 2.6 2.6 84.6
Ｄ フレックスタイム制度 93 2.2 11.8 75.3 0.0 1.1 9.7 14.0 1.1 3.2 87.1
Ｅ 変形労働時間制度 72 1.4 6.9 75.0 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0 1.4 81.9
Ｆ シフト労働制度 70 1.4 2.9 84.3 0.0 0.0 11.4 4.3 0.0 1.4 87.1
Ｇ シフトスワッピング制度 11 0.0 0.0 72.7 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 72.7
Ｈ 自己管理勤務制度 11 9.1 0.0 72.7 0.0 0.0 18.2 9.1 0.0 9.1 72.7
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 1.4 4.3 85.7 0.0 0.0 8.6 5.7 0.0 1.4 90.0
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 20.0 10.0 60.0 10.0 0.0 0.0 30.0 10.0 20.0 80.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 0.0 1.9 74.1 3.7 0.0 20.4 1.9 3.7 0.0 79.6
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 0.0 5.0 50.0 0.0 0.0 45.0 5.0 0.0 0.0 55.0
Ｎ ホームワーキング 23 4.3 8.7 52.2 0.0 0.0 34.8 13.0 0.0 4.3 60.9
Ｏ テレワーキング 17 11.8 0.0 41.2 0.0 0.0 47.1 11.8 0.0 11.8 41.2
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 11.1 11.1 66.7 0.0 0.0 11.1 22.2 0.0 11.1 77.8
Ｑ スタディ休暇 28 7.1 28.6 42.9 0.0 0.0 21.4 35.7 0.0 7.1 71.4
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 6.0 3.6 73.5 2.4 0.0 14.5 9.6 2.4 6.0 79.5
Ｓ 父親産休 70 4.3 12.9 61.4 1.4 1.4 18.6 17.1 2.9 5.7 75.7
Ｔ 養子休暇 13 7.7 7.7 38.5 0.0 0.0 46.2 15.4 0.0 7.7 46.2

Ｑ５－６　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】導入前の（または導入計画上の）期待される効果をお答え下さい。（複数回答可）

 総数 コスト削減
職場環境の改

善
従業員のモラ

ルアップ
顧客ニーズへ

の対応
生産性向上 宣伝効果 採用促進 ＣＳＲ上の効果 社会貢献 その他 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 45.5 18.2 18.2 0.0 27.3 9.1 27.3 9.1 0.0 18.2 18.2
Ｂ 学期間労働時間制度 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
Ｃ （時間）代休 39 25.6 30.8 35.9 5.1 38.5 0.0 2.6 12.8 0.0 10.3 15.4
Ｄ フレックスタイム制度 93 25.8 36.6 59.1 10.8 73.1 0.0 12.9 4.3 1.1 2.2 7.5
Ｅ 変形労働時間制度 72 41.7 19.4 16.7 37.5 72.2 0.0 1.4 2.8 0.0 5.6 11.1
Ｆ シフト労働制度 70 25.7 11.4 8.6 47.1 68.6 1.4 1.4 4.3 0.0 2.9 8.6
Ｇ シフトスワッピング制度 11 18.2 9.1 18.2 54.5 72.7 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 18.2
Ｈ 自己管理勤務制度 11 0.0 9.1 54.5 0.0 27.3 0.0 9.1 9.1 0.0 0.0 27.3
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 28.6 22.9 15.7 40.0 72.9 1.4 2.9 4.3 0.0 0.0 7.1
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 20.0 10.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 10.0 10.0 10.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 100.0 33.3 66.7 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 3.7 35.2 64.8 0.0 7.4 5.6 16.7 33.3 11.1 9.3 11.1
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 0.0 20.0 40.0 5.0 35.0 0.0 0.0 15.0 0.0 10.0 35.0
Ｎ ホームワーキング 23 4.3 30.4 39.1 8.7 47.8 8.7 8.7 17.4 13.0 0.0 17.4
Ｏ テレワーキング 17 17.6 35.3 17.6 23.5 52.9 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 23.5
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 2.8 13.9 75.0 0.0 19.4 2.8 11.1 16.7 11.1 5.6 8.3
Ｑ スタディ休暇 28 0.0 7.1 78.6 0.0 17.9 0.0 7.1 17.9 3.6 3.6 10.7
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 0.0 20.5 67.5 0.0 2.4 7.2 20.5 42.2 18.1 4.8 10.8
Ｓ 父親産休 70 0.0 21.4 64.3 1.4 4.3 1.4 10.0 31.4 12.9 7.1 14.3
Ｔ 養子休暇 13 0.0 15.4 69.2 0.0 0.0 0.0 15.4 15.4 15.4 7.7 7.7



Ｑ５－７　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】導入してどのようなメリットがありましたか？（複数回答可）

 総数 コスト削減
職場環境の改

善
従業員のモラ

ルアップ
顧客ニーズへ

の対応
生産性向上 宣伝効果 採用促進 ＣＳＲ上の効果 社会貢献 その他 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 27.3 18.2 9.1 0.0 18.2 9.1 18.2 9.1 9.1 27.3 27.3
Ｂ 学期間労働時間制度 2 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ｃ （時間）代休 39 25.6 35.9 30.8 2.6 30.8 0.0 0.0 7.7 0.0 7.7 17.9
Ｄ フレックスタイム制度 93 22.6 31.2 53.8 10.8 55.9 2.2 8.6 6.5 1.1 3.2 10.8
Ｅ 変形労働時間制度 72 34.7 16.7 15.3 30.6 62.5 0.0 0.0 2.8 0.0 11.1 12.5
Ｆ シフト労働制度 70 25.7 12.9 7.1 45.7 67.1 0.0 0.0 2.9 0.0 7.1 5.7
Ｇ シフトスワッピング制度 11 18.2 9.1 18.2 45.5 63.6 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 18.2
Ｈ 自己管理勤務制度 11 0.0 9.1 63.6 0.0 18.2 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 18.2
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 27.1 22.9 18.6 37.1 74.3 0.0 2.9 4.3 0.0 2.9 4.3
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 0.0 30.0 40.0 0.0 0.0 10.0 0.0 20.0 10.0 10.0 0.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 66.7 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 1.9 31.5 59.3 0.0 5.6 5.6 18.5 31.5 11.1 13.0 16.7
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 0.0 20.0 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 50.0
Ｎ ホームワーキング 23 4.3 30.4 30.4 8.7 34.8 0.0 0.0 8.7 4.3 0.0 39.1
Ｏ テレワーキング 17 11.8 41.2 11.8 29.4 41.2 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 35.3
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 0.0 11.1 75.0 0.0 16.7 2.8 8.3 16.7 13.9 5.6 11.1
Ｑ スタディ休暇 28 0.0 7.1 64.3 0.0 14.3 3.6 10.7 7.1 3.6 10.7 21.4
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 0.0 21.7 68.7 0.0 0.0 7.2 20.5 37.3 12.0 10.8 10.8
Ｓ 父親産休 70 0.0 20.0 64.3 1.4 2.9 5.7 8.6 28.6 10.0 5.7 14.3
Ｔ 養子休暇 13 0.0 7.7 61.5 0.0 0.0 0.0 7.7 15.4 15.4 7.7 15.4

Ｑ５－８　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】導入した後の問題点（または廃止した理由）をお答え下さい。（複数回答可）

 総数
職場環境（業務形
態）に合っていない

職場環境（業務量など業
務形態以外の事由）に

合っていない

採用・宣伝における企業
イメージ向上効果が期待

できない

株主などステークホ
ルダーへの説明が

難しい

従業員のニーズに
必ずしも合っていな

い
コストがかかる

顧客のニーズに合っ
ていない

生産性が落ちる
同業他社がやってい

ない
その他 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0 27.3 54.5
Ｂ 学期間労働時間制度 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Ｃ （時間）代休 39 2.6 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1 0.0 33.3 53.8
Ｄ フレックスタイム制度 93 8.6 12.9 0.0 0.0 6.5 1.1 6.5 8.6 0.0 37.6 33.3
Ｅ 変形労働時間制度 72 2.8 1.4 1.4 0.0 12.5 1.4 1.4 1.4 1.4 33.3 48.6
Ｆ シフト労働制度 70 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 2.9 1.4 0.0 0.0 34.3 52.9
Ｇ シフトスワッピング制度 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 81.8
Ｈ 自己管理勤務制度 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 27.3 63.6
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 0.0 1.4 1.4 0.0 4.3 7.1 4.3 0.0 2.9 40.0 45.7
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 30.0 0.0 0.0 0.0 10.0 50.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 5.6 3.7 0.0 0.0 3.7 1.9 0.0 5.6 0.0 33.3 53.7
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 30.0 65.0
Ｎ ホームワーキング 23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 26.1 65.2
Ｏ テレワーキング 17 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 70.6
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 8.3 2.8 0.0 0.0 8.3 2.8 0.0 8.3 0.0 36.1 44.4
Ｑ スタディ休暇 28 3.6 3.6 0.0 0.0 17.9 3.6 0.0 0.0 0.0 25.0 53.6
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 0.0 7.2 0.0 31.3 57.8
Ｓ 父親産休 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.7 0.0 35.7 58.6
Ｔ 養子休暇 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 15.4 76.9



Ｑ５－９　【Ｑ５で１～３を回答した方への質問】導入に伴い職場の変化（人員構成など）はありましたか？

 総数 新規採用を増やした
既存の人員配置数
を変更していない

当該業務をアウト
ソース化した

他の設備投資（ＯＡ
化促進など）を実施

した
退職者を再雇用した 雇用延長した その他 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 27.3 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 18.2 45.5
Ｂ 学期間労働時間制度 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Ｃ （時間）代休 39 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 41.0
Ｄ フレックスタイム制度 93 0.0 46.2 2.2 1.1 0.0 0.0 20.4 30.1
Ｅ 変形労働時間制度 72 1.4 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 26.4
Ｆ シフト労働制度 70 10.0 35.7 4.3 1.4 0.0 0.0 17.1 32.9
Ｇ シフトスワッピング制度 11 18.2 27.3 9.1 0.0 0.0 0.0 9.1 36.4
Ｈ 自己管理勤務制度 11 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 63.6
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 4.3 52.9 2.9 0.0 0.0 0.0 11.4 28.6
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 10.0 30.0 10.0 0.0 10.0 30.0 10.0 10.0
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 1.9 37.0 3.7 0.0 1.9 1.9 20.4 37.0
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 5.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 70.0
Ｎ ホームワーキング 23 0.0 21.7 4.3 4.3 0.0 0.0 8.7 60.9
Ｏ テレワーキング 17 0.0 17.6 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9 70.6
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 0.0 47.2 2.8 0.0 0.0 0.0 27.8 22.2
Ｑ スタディ休暇 28 0.0 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 32.1
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 3.6 32.5 2.4 1.2 2.4 1.2 27.7 34.9
Ｓ 父親産休 70 0.0 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 37.1
Ｔ 養子休暇 13 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 30.8

Ｑ５－１０　【Ｑ５で４を回答した方への質問】導入しない理由をお答え下さい。（複数回答可）

 総数
職場環境（業務形
態）に合っていない

職場環境（業務量など業
務形態以外の事由）に

合っていない

採用・宣伝における企業
イメージ向上効果が期待

できない

株主などステークホ
ルダーへの説明が

難しい

従業員のニーズに
必ずしも合っていな

い
コストがかかる

顧客のニーズに合っ
ていない

生産性が落ちる
同業他社がやってい

ない
その他 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 63.7 27.4 0.7 0.0 28.9 13.3 12.6 17.8 1.5 4.4 11.9
Ｂ 学期間労働時間制度 2 53.8 21.7 0.7 0.7 24.5 6.3 7.7 16.8 2.1 10.5 11.9
Ｃ （時間）代休 39 43.0 15.9 1.9 0.0 22.4 8.4 6.5 9.3 2.8 15.9 10.3
Ｄ フレックスタイム制度 93 61.4 15.8 1.8 0.0 7.0 3.5 17.5 8.8 0.0 10.5 12.3
Ｅ 変形労働時間制度 72 62.7 25.3 2.7 1.3 16.0 2.7 13.3 5.3 1.3 12.0 9.3
Ｆ シフト労働制度 70 74.0 16.9 1.3 1.3 16.9 5.2 11.7 2.6 0.0 7.8 10.4
Ｇ シフトスワッピング制度 11 68.4 18.0 1.5 0.8 21.1 3.0 9.8 9.0 0.0 9.8 10.5
Ｈ 自己管理勤務制度 11 68.4 27.2 0.7 0.0 15.4 2.9 10.3 6.6 2.2 10.3 12.5
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 69.7 22.4 2.6 1.3 15.8 3.9 15.8 7.9 1.3 10.5 7.9
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 38.5 16.3 2.2 0.7 43.7 1.5 5.2 8.9 0.7 10.4 13.3
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 59.0 23.0 0.7 0.0 21.6 1.4 11.5 7.2 1.4 10.8 14.4
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 58.2 19.8 1.1 0.0 16.5 1.1 11.0 6.6 2.2 9.9 16.5
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 47.2 18.4 0.8 0.0 15.2 5.6 8.0 14.4 1.6 17.6 14.4
Ｎ ホームワーキング 23 69.1 18.7 0.8 0.0 8.1 6.5 8.9 4.1 0.8 13.8 13.8
Ｏ テレワーキング 17 67.4 19.4 1.6 0.8 7.8 7.0 7.8 4.7 0.8 12.4 14.7
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 41.7 13.9 0.9 0.0 21.3 15.7 9.3 13.0 1.9 9.3 15.7
Ｑ スタディ休暇 28 33.3 17.1 0.9 0.0 15.4 16.2 6.8 12.0 0.9 17.1 13.7
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 27.0 17.5 3.2 0.0 7.9 19.0 11.1 14.3 3.2 22.2 19.0
Ｓ 父親産休 70 28.0 17.3 2.7 1.3 30.7 9.3 6.7 9.3 4.0 12.0 16.0
Ｔ 養子休暇 13 22.1 9.9 2.3 0.0 38.9 6.9 6.1 7.6 4.6 13.7 18.3



Ｑ５－１１　【Ｑ５で４を回答した方への質問】あなたは人事ご担当者として総合的に勘案して、あなたの会社に何らかのフレキシブル・ワーキング施策が必要と思いますか？

 総数 必要と思う
必要と思わな

い
どちらでもない 無回答・不明

Ａ ワークシェアリング　ジョブシェアリング 11 26.7 45.2 12.6 15.6
Ｂ 学期間労働時間制度 2 12.6 60.8 9.1 17.5
Ｃ （時間）代休 39 13.1 58.9 12.1 15.9
Ｄ フレックスタイム制度 93 31.6 31.6 17.5 19.3
Ｅ 変形労働時間制度 72 26.7 44.0 8.0 21.3
Ｆ シフト労働制度 70 15.6 59.7 7.8 16.9
Ｇ シフトスワッピング制度 11 12.0 63.9 7.5 16.5
Ｈ 自己管理勤務制度 11 14.0 61.0 8.1 16.9
Ｉ 時間差勤務（交代制）制度 70 18.4 60.5 6.6 14.5
Ｊ 段階的定年（退職）制度 10 20.0 55.6 8.1 16.3
Ｋ 圧縮労働時間制度 3 15.8 56.1 10.1 18.0
Ｌ 一定期間の時間短縮制度 54 16.5 53.8 9.9 19.8
Ｍ 時間単位の有給休暇制度 20 19.2 54.4 9.6 16.8
Ｎ ホームワーキング 23 25.2 48.0 11.4 15.4
Ｏ テレワーキング 17 21.7 54.3 9.3 14.7
Ｐ サバティカル・キャリアブレイク 36 24.1 47.2 13.0 15.7
Ｑ スタディ休暇 28 25.6 48.7 10.3 15.4
Ｒ 育児休暇（法定分を超える） 83 30.2 31.7 15.9 22.2
Ｓ 父親産休 70 25.3 36.0 14.7 24.0
Ｔ 養子休暇 13 16.8 51.9 11.5 19.8



資料 3 アンケート自由記述回答（抜粋） 

Q6：あなたは、このフレキシブル・ワーキング制度をどのように変えたら（更に）良い制度になると思

いますか？ 

 

・ 制度自体は早い時期に導入済であり、種類も活用実績も豊富である。例えばテーマ休暇（ボランティ

ア休職など）や育児時短勤務などのフレキシブルワーキング制度は制度自体の設計よりも職場のマネ

ジメント層の理解、社員相互の理解を含む職場の支持体制（利用しやすい風土形成）確立が重要。（製

造業） 

・ 「ワーク＆ライフバランス推進委員会」を労使で立ち上げ、仕事と家庭（育児学）の両立を総合的な

視点で進めていくための施策を検討中。（製造業） 

・ 少子高齢社会において、更に活力ある組織を実現し、また企業価値の向上につなげるためには今後充

実した個人生活と就業の両立をサポートするという考えに立ち、多面的かつ複数の就業形態をもって、

効率的な事業運営を図ることが重要と考える。個人生活においては、生活態様や家族の状況等により、

従業員が求める価値基準が其々異なるため、従来型の画一的な制度では従業員のやる気、働き甲斐、

企業への貢献意欲の向上にはつながらない。個人のパフォーマンスが最大限に発揮される仕組みこそ

が、真の「フレキシブルワーキング制度」であると考える。（製造業） 

・ 「健康・家庭・仕事・やりがい」を高次元でバランスよく保つことを前提に、各施策の導入、運用に

積極的に取り組んできたが、今後社会的要請の高まり、グローバル基準などが求められる状況にある

と理解し、社会動向、各社対応などを含め研究し、自社に適した施策の展開をはかることが必要と考

える。（製造業） 

・ 生活と収入のバランスが取れる制度でなければ従業員にとって利用できない。多様な生活スタイル・

価値観を容認する社会環境となりつつある中で、企業にとっては業務形態に対応した制度にすること

が必要である。また導入によるコスト削減メリットが出るような政策のバックアップがあればよい。

（非製造業） 

・ 21世紀の競争力向上のキーワードは「多様性の実現」である。多様性溢れる人材集団が多様な働き方

でやりがい、働き甲斐を持ちながら、活き活きと働く環境・風土構築が重要であり、その視点から多

種多様な働き方を実現する制度面の整備と職場理解の促進が不可欠である。（製造業） 

・ 全従業員がワークライフバランス概念を踏まえ、自己分析と自己実現のコンサルティングを人事で行

えるようにする。同時に復職後のフォローアップ体制。（非製造業） 

・ 各社が自社の業態業種、社員構成、組織風土等を考慮しながら、自社なりのカスタマイズを行い、制

度を検討・導入していくことが大切である。（非製造業） 

・ 現行の労働法制下、フレキシブルワーキング制度の運用には自ずと限界がある。企業の報酬体系がpay 

for performanceにシフトしている中で、労働法は依然としてpay for timeである。例えばホームワ

ーキング、テレワーキングを導入したとしても、労働時間管理では法制度上、様々な問題が発生する。

よって労働法制が企業実態にマッチしたものになれば、○○休暇やｘｘ制度というもの自体が不要と

なり、ワークライフバランスの様々の課題の大部分は解決されるものと思われる。小手先の制度に力

をいれるよりも行政の働きかけに注力するほうが課題解決への近道である。（製造業） 

・ 労使双方の意識改革が必要だが、それを通して生産性向上や自律した個人の育成、信頼感の醸成に取

り組むことが働き方の変革、ひいては企業（組織）文化の変革につながる。しかし企業が個別に取り

組むには日本の労働法令は制限が多いのが現状。（非製造業） 

・ 各企業によってニーズが異なるため、企業・従業員の自主性にゆだねて制度設計ができる法整備が望

まれる。（製造業） 

・ 流行として導入を検討するのではなく、各企業にあった制度として確立されるべきであり、導入に向

けた的確なコンサルティング制度の拡充と労働者側の受け入れに向けたインフラ整備が不可欠。（非

製造業） 

・ 一般認識として制度の認識度が低いため理解度も低い。啓発活動が必要と思う。まずはなぜ必要なの

か企業が真剣に考え従業員に伝える。そうでないと運用されない制度になってしまう。（非製造業） 



・ 導入している企業の成功事例を広く公開し、各制度の社会的認知度を深める。（非製造業） 

・ 今後、より多様な働き方のニーズが出てくるものと思われ、様々なフレキシブルワーキング制度が必

要となる。しかしまだ制度の認知度が低いので広く紹介する必要がある。知られることにより、多く

導入され、改善され、定着していくと思われる。（製造業） 

・ 全社一律というよりもフレキシブルワーキング制度にふさわしい業務について導入し、その効果をよ

く評価することが必要。更に勤務制度だけでなく目標設定、評価制度、コミュニケーションなどの関

連する諸制度の整備、及びマネージャーへの啓発活動等も重要な要素になる。（製造業） 

・ 働く時間にフォーカスした制度について、人事勤労サイド・現場サイドの両方の立場から考えて、管

理面で煩雑な制度ほどうしても長続きしにくい傾向があるため、運用が煩雑にならないような制度を

設計すべき。（非製造業） 

・ 休暇にフォーカスした制度について、休暇中の賃金がダウンするような制度の場台、制度を作っても

その休暇を利用せずに、毎年未消化分が残ることになる年次有給休暇を行使する方を選択してしまう

ので、年休の行使状況を考慮に入れた制度を設計すべき。また、資格取得等を目的とした休暇の場合

は、金銭的な援助(資格取得費用の補助、取得時の祝金等)も併せて制度化した方が良い。（非製造業） 

・ 各制度についての勤務内容、待遇、収入等のモデルケースを明示し、容易にシミュレーションできる

環境を整えること。（非製造業） 

・ フレキシブルワーキング制度導入にあたっては、その弊害となる職場での人員不足の発生による生産

性低下を招かぬよう、業務内容・プロセスなどナレッジ化を進めることが前提となる。（製造業） 

・ 直接雇用から派遣社員への移行。業務の特性や繁閑に応じた労働力の確保。幅広い就業形態からを労

働者が選択できること。（非製造業） 

・ 長期休暇に関する制度については、休暇中でも会社と密にコミュニケーションがとれるようにし、職

場の状況が把握できるようにする。また復職にあたってはスムースに戻れるプログラムの策定も考え

られる。これらにより休暇取得に対する不安や復職への不安が緩和され、利用しやすくなると思われ

る。（製造業） 

 

Q7：これらの他に貴社で導入（または導入計画）している勤務時間にフォーカスした制度があれば、

お聞かせください。 

 

・ 介護短時間労働制度（6ヶ月まで取得可）（非製造業） 

・ コアタイムを廃止することで、より柔軟なフレックス勤務制度とする。（非製造業） 

・ 一定要件を満たした社会貢献活動に参加する場合、年間12日間の有給休暇を付与（製造業） 

・ 所定就業時間以外に、（時間をずらした）複数パターンの就業時間を選択できる『フレキシブル勤務

制度』（非製造業） 

・ 社員全員が年1回、連続5日間の年次有給休暇を取得する運用を実施している。（非製造業） 

・ 裁量労働の検討の前に現状の正しい把握をする為に、全社員にタイムレコーダーの打刻を義務付け勤

務時間と勤務管理表との誤差を調整している。工場については独自の年間カレンダーの設定をし、効

率化と休日取得のメリハリを目指した変形労働時間制度を導入している。休日勤務の代休制度も移行

中。（製造業） 

・ 女性が多い職場のため、「復帰制度」は当然のシステムとなっている。（非製造業） 

・ 裁量労働はかつて行っており、現在も就業規則上継続はしているが、適用している従業員はいない。

一部の社員で子育てのため週5日勤務の正社員が週3日の嘱託社員へ代わり勤務している。本人と現場

ニーズにより個別対応。（非製造業） 

 

 

 

 



Q8：従業員が働きやすい職場環境を今後構築する上で、あなたはどのような改善が望まし

いとお考えになりますか。フレキシブル・ワーキングの前提条件でもかまいません。 

 

・ フレキシブルワーキングの前提条件としては、自分が休んでも担当業務がストップせず、周りに気兼

ねすることなく、制度を利用できるような体制づくりが必要であると考えます。具体的には、①普段

から業務の可視化・マニュアル化を推遣する。②情報の属人的管理を改めて、共有化(書類の業務別

ファイリング、各人のPCデータ整備等)を図る。③ペア制で一つの業務を担当させる、④職場内のジ

ョブ・ローテーションを定期的に行い、一人で複数の業務をこなせる多能工を育成していく、等が考

えられます。また職場内でチームワークを発揮しながら、業務に支障を来たさずにお互いが休みを取

れるよう支援しあう企業文化を醸成して行くこと、そのことを会社として評価するというトップの明

確な意思表明、上位者の率先垂範が必要であると考えます。（非製造業） 

・ フレキシブルワーキングの選択者を柔軟に受けいれられる体制や職種を幅広く用意すること。①突発

的な希望者があっても業務が滞らない弾力のある業務形態、②希望者を想定した職種の用意（その職

種のローテーション）、更にそれらの取り組みを広く社内に明示すること。（非製造業） 

・ 人口減少を踏まえると女性労働力の一層の活用が必要。そのためには、①企業に対する法的規制（育

児を抱える若年世代への支援）、②働く夫婦の為の育児施設の拡充（公的財政負担を含む）が必要（非

製造業） 

・ 労働基準法を中心とする画一的な法制度の改革が必要。特に労働時間管理については、ホワイトカラ

ーの時間管理を「裁量労働制」にとどまらず柔軟な対応を可能とする法整備が必要である。（非製造

業） 

・ 企業間の競争確保の観点から個別企業単位でのダイナミックな施策展開は困難であり、産業界全体に

対する法整備等、バランスの取れた国の施策が必要である。（非製造業） 

・ 企業労使の合意前提でも良いので、労働行政上の各種規制を緩和すること。(製造業) 

・ 企業への帰属意識と裁量労働制の浸透度は反比例するため、経営者と従業員間に一体感を持たせる場

が必要。（非製造業） 

・ 有給休暇が取りやすい職場が大切。明るくわくわくする職場を実現していきたい。また過重労働を減

らしていく取り組みが重要。長く会社にいる社員を評価しがちな文化を変えなければならない。（製

造業） 

・ フレキシブルワーキングをしやすい環境は企業だけで作れるものではない。個々の労働者の生活拠点

側の周辺環境（保育所の設置、育児時間の延長など）にも力を入れて欲しい。(製造業) 

・ 制度導入による改善ではなく、本人や周囲の意識を変化させることが重要。そのため当社では「働き

やすい職場」作りの主役は従業員自身であり、職場環境の改善を推進する目標等を自ら考える運動を

実施している。（非製造業） 

・ 日本企業全体の傾向として、フレキシブルな勤務を望む場合には非正社員である傾向が多いと考える。

但し非正社員は雇用に対する保障がない。一方で雇用保障はあるものの、転勤あるいは配置転換等に

ついては、個人ではなく企業に裁量があり、個人によるフレキシブルな勤務を選択できる余地は少な

い。これは景気変動に対して極力雇用を確保するといった労使共通の考え方に基づいて構築されてき

たシステムと考えるが、今後日本全体の労働人口減少などの状況において優秀な人材確保を行ってい

く上では、雇用をある程度確保してフレキシブルな勤務を個人の裁量に委ねられるシステムが求めら

れるし、企業もそうした意識をもつ必要がある。(製造業) 

・ 運用が徹底されない理由の追及（製造業） 

・ 当社では次世代育成支援対策推進法に基づく一般行動計画において、「小学生未満の子を持つ社員を

対象とする短時間勤務制度」と「父親産休」を導入する計画をたてた。少子高齢化を見据えて男女と

も対象の両立支援策を積極的に進めるために、父親も育児休暇を取得できるように企業はその推進に

努め、国もバックアップする体制を確立して欲しい。当社の場合、妊娠した女性社員の8割は1年間の

育児休暇を取得し、家庭と仕事を両立していますが、男性の育児休暇は取得ゼロです。（非製造業） 



・ 意欲と能力のある社員の機会を拡大し、社員の意欲を高めると共に企業全体として質の高い労働力を

確保する点でフレキシブルワーキングの導入は前向きに検討する必要がある。しかし目標設定、評価

などマネジメント面の課題解決が難しく、更なる導入の阻害因子となることから、人事施策全体とし

て取り組む必要がある。（製造業） 

・ 会社として子育て支援をすることは当然の事ながら、家族（特に両親）の介護問題に直面している社

員も増加傾向にある。従業員が働きやすい職場環境は従業員が育児または介護と仕事を両立していけ

る環境が理想ではないだろうか。（非製造業） 

・ 製造部門など、フレキシブルワーキングの実行が難しい部署があるため、他の福利厚生制度と組み合

わせたり（カフェテリア方式）、部門間の異動を容易にしたりすることで、公平性に配慮することが

必要である。（製造業） 

・ 年1回は2週間程度の長期休暇取得を義務付ける施策などにより、担当が不在であっても対応できる仕

組みを構築することで、ワークライフバランスをとりやすい組織になると思われる。（製造業） 

・ いわゆるダイバーシティマネージメントの手法を用いた検討により、人材の多様性を活かして競争優

位性につなげる組織のあり方を整理することが必要。日本企業全体に浸透することで「右へ倣え」の

企業が増加すると思われる。（非製造業） 

・ 各制度の必要性は当事者でないとわかりづらいものであるため、上司を含め職場の理解と取得しやす

い雰囲気・風土の醸成が大前提である。またフレキシブルワーキングは業務のマネジメントと密接な

関係があり、制度に見合った上司のマネジメントスキルの向上、及び本人の仕事のやり方の意識改革

も必要と考える。（製造業） 

・ 多様な「フレキシブルワーキング制度」の運営については、製造業として難しい側面もあるが、優秀

な人材を確保し、従業員のモラルを高め、生産性向上につなげるため、また「企業の社会的責任」と

いう観点から、同制度の充実を検討したいと考えている。（製造業） 

・ 製造業は時間工程が重要であり、フレキシブルワークという概念にそぐわない（製造業） 

・ 個々人の意識を改善していく人材育成プランを構築すること。既存制度を含めフレキシブルワーキン

グ制度を利用するうえでの前提条件となる業務等の自己管理ができる人材を育てることが大切。（製

造業） 

・ 休暇取得を義務付ける。フレキシブルという考えには一見反するが、日本人の価値観の中で余暇を取

得するにはこういうやり方も良い。（非製造業） 

・ ①社員其々が自分のキャリアプランやライフプランを明確にする機会を（定期的に）設ける。②ニー

ズの高いもので社員のメリットや処遇格差が少ないものを制度として導入。③スタディ休暇など社員

個人のメリットが高い制度は一定条件等を設けて個別対応。（製造業） 

・ 様々な勤務形態を従業員が選択することができて、かつ業務が円滑に推進され企業活動が成立するに

は、従業員数が増えても単純にコスト増とならないような労働政策が必要である。労働関係法規によ

る企業規模（従業員数）での義務、コスト負担の増加はワークシェアリングと相容れないものがある。

（非製造業） 

・ 学期間労働時間制度は無給休暇だが、有給休暇をこの趣旨でとりやすくする環境作りが大事である。

（非製造業） 

・ 業界特有の職場環境の影響を受ける部分が大きい。一つの現場に他業種の会社、多数の人間が同時に

作業しているため、１社の都合・制度で運用することは困難（工程管理、安全管理）。業界全体とし

て取り組む必要がある。（非製造業） 

・ このような制度を導入し適正に運用できれば、2007年問題、少子化問題を考える意味で有益であるが、

現在社会では残業や休日出勤の「労働時間数」を基にその手当てとして給与に反映されている会社が

多く、また「労働の質と量」の評価が賞与や昇進などに影響している。これらの制度を適切に運用し

ていくためには導入への環境作りなどの準備が非常に大切になると考える。（非製造業） 

 

 



その他の自由記述（一部の制度を抜粋） 

フレックスタイム

制度 

生産性向上と時間外手当の軽減を目的に導入（非製造業） 

社内に多種多様な職種があるので導入が困難（非製造業） 

変形労働時間で対応可能（非製造業） 

時間管理意識の向上、労働時間短縮（製造業） 

労務管理に手間がかかる（製造業） 

一定期間の時間 

短縮制度 

育児をする女性の離職率の低下が実現できた（製造業） 

短期的派遣社員の採用で対応（非製造業） 

出産後の社員が働ける環境を作るため（非製造業） 

育児介護目的（製造業） 

就労継続支援による人材確保（非製造業） 

ニーズもあり生産性向上のため導入。人材活用面でメリットあり（非製造業） 

周囲の社員との公平感維持が問題点（非製造業） 

（時間）代休 日本の労働法では対応できない（複数回答） 

メリットはゆとりの創造、総労働時間削減だが、利用率が低い（製造業） 

労務管理が複雑になる（製造業） 

休日勤務への対応、負荷軽減のため（製造業） 

時間単位の有給 

休暇制度 

半休で代用可能。（複数回答） 

業務量増大、管理が困難のため廃止（製造業） 

半日休暇で充分ニーズを満たしている（製造業） 

生産部門を対象に導入。従業員のモラルアップにはつながったものの、コストがか

かる、生産性が落ちるという点から廃止（製造業） 

暦日単位（24時間）の付与と概念的に相容れない（製造業） 

業務量増大、管理困難なため廃止（製造業） 

サバティカル・ 

キャリアブレイク 

長期休暇までは必要ない（製造業） 

留学等、指名での休職制度は必要（製造業） 

業務都合で取得しづらい（非製造業） 

ボランティア休暇制度（製造業） 

(法定分を超える)

育児休暇 

法定分で充分（非製造業） 

ホームワーキング、テレワーキングとの併用の上、検討の余地がある。（非製造業）

休暇を与えることが必ずしも従業員ニーズとは限らない（非製造業） 

女性の定着率を高めるため（非製造業） 

父親産休 有給休暇で対応可能（非製造業。複数回答） 

対象層がいない（製造業） 

配偶者出産休暇。ほぼ全員が利用（複数回答） 

3～5割程度（製造業） 

問題点は取得しやすい職場の雰囲気（製造業） 

養子休暇 実子・養子を区別する理由・必要がない（複数回答） 

育児休暇制度の適用見直しで対応可能（製造業） 

 



2006年度 欧州委員会 委員一覧 

（敬称略・2006年9月15日現在） 

委員長 

小 枝   至（日産自動車株式会社 取締役共同会長） 

 

副委員長 

岩 田 喜美枝（株式会社資生堂 取締役執行役員） 

土 屋 文 男（株式会社日本航空 常務取締役） 

西 村  俊（双日株式会社 特別顧問） 

平 田   正（協和発酵工業株式会社 相談役） 

松 島 正 之（クレディ・スイス証券株式会社 ｼﾆｱ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

森   正 勝（アクセンチュア株式会社 取締役会長） 

 

委員 

井 上 明 義（株式会社三友システムアプレイザル 代表取締役） 

大 岡   哲（リョービ株式会社 取締役） 

大 島 文 雄（株式会社電通 常任顧問） 

岡 村 信 興（富士ゼロックス株式会社 取締役専務執行役員） 

鹿 毛 雄 二（企業年金連合会 常務理事） 

蟹 瀬 令 子（ケイ・アソシエイツ 取締役社長） 

鎌 田   勇（ジェイビルサーキットジャパン株式会社 取締役会長） 

河 村 元 雄（株式会社住友倉庫 相談役） 

河 野 栄 子（株式会社リクルート 特別顧問） 

小 林 昭 生（デュポン株式会社 取締役社長） 

渋 谷 貞 子（ＣＰＭ生活者マーケティング株式会社 代表取締役） 

紿 田 英 哉（ピーシーエー生命保険株式会社 監査役） 

高 橋   衛（ドイツ証券株式会社 常勤監査役） 

手 納 美 枝（株式会社デルタポイントインターナショナル 代表取締役） 

遠 山 眞 人（菊水化学工業株式会社 取締役社長） 

永 山 妙 子（カリヨン証券会社 副支店長） 

外 立 憲 治（外立総合法律事務所 代表弁護士） 

前 原 金 一（学校法人昭和女子大学 副理事長） 

ｼﾞｬﾝ ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾐﾆｴ（ﾄﾞﾚｽﾅｰ･ｸﾗｲﾝｵｰﾄ･ﾜｯｻｰｽﾀｲﾝ証券会社 東京支店 常務取締役 東京支店長） 

ﾎﾙｽﾄ・ﾒﾙﾋｬｰ   （ドイツテレコム株式会社 取締役社長） 

山 田 洋 暉（興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 取締役副社長） 

以上28名 

 



 

ワーキンググループ 

 

メンバー 

葛 西 健 洋 （日産自動車株式会社 渉外部 担当部長） 

川 口  惠 （株式会社双日総合研究所 調査グループ 主任研究員） 

喜多野 誠 一 （協和発酵工業株式会社 バイオケミカル事業部門 

                ヘルスケア営業部 マネージャー） 

清 水 新一郎 （日本航空 企画業務部 マネージャー） 

猫 田 之 弘 （アクセンチュア株式会社 製造・流通本部 マネージャー） 

 

 




